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用語の定義

当要領においては、法第2条及び規程第5条各号!こ定める用語の意義を用いるほか、次の

用語を使用する。

定義する用語 内 円廿句

法 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

(平成 15年法律第59号)

令 独立行政法人等の保有する個人情報の保護l、関する法律施行令

(平成 15年政令第549号)

規程 日本年金機構個人情報保護管理規程

細則 百本年金機構保有個人情報開ホ等手続細則

担当部署 事務処理の対象となる保有償人情報の取扱摂当部署(本部各部、

ブロック本部、事務処理センタ一、年金事務所)

情報管理グループ 本部総務部情報管理グループ

総務グループ 本部総務部総務グループ

情報公開法 独立行政法人等の保有する情報の公隣に粛する法律

(平成 13年法律第 140号)
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第 1 相談・案内等

1 信人情報開示窓口の整備

本部、ブロック本部および年食事務所に億人情報開示窓口を設霞する。

本部においては、情報管理グループを個人情報開示窓口とする。

ブロック本部においては、個人情報保護管理責任者を個人情報開示窓口とする。

年金事務所においては、年金相談窓口が兼務する。

(参考)厚生労働省の個人情報保護窓口

中央合照庁舎5号館2階にある厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室

(0草綾電話番号:03-3595-2320) 

2 個人情報保護窓口における情報の提供

偲人情報開示窓口においては、以下の資料を閲覧することができるようにする。

議
日本年金機構個人情報ファイル簿

厚生労働省の保有する個人情報の開示、訂正、利用停止請求に対する開示決定

等に係る審査基準(資料1)

※機構における審査暴準は、厚生労働省における審査基準を準用

厚生労働省偲人情報ファイル簿ま
所管 労働省

厚生労働省の保有する倒人情報の開示、訂正、利用停止請求に対する開示決定

等に係る審査基準(資料1)

3 窓口開設時間

本部及びブロック本部は、 9時30分から 17時まで (12時から 13時までを除く)。

各年金事務所は、年金相談窓口開設時間と同様とする。

第 2 開示請求の手続

1 受付

(1)窓口来所の場合

①個人情報開示窓口で受付を行う。

=本部では情報管環グループ職員が応対する。

-ブロック本部では偲人情報保護管理責任者文は個人情報保護管理担当者が応対する。

・年金事務所においては、お客様相絞室職員が応対する。

※園(厚生労働省)が保有し、機構に所在する個人情報に隣する開示請求等の受付も同

様に応対する。
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②窓口で棺談等を行い、必要がある場合は、関係資料(審査基準、 i個人情報ファイル簿

等)の閲覧、法人文書ファイル管理簿の検索、既に一般に公開されている文書等につ

いて説明する。

③ 開示請求者が、開示請求の対象となる保有個人情報又はこれを記録している法人文書

の特定をできない場合、偲人情報開示窓口の受付担当者は、担当部署に連絡して担当

者に来てもらい、保有個人情報及びこれを記録している法人文書を特定する。

④ 開示請求書受付(主主 1、注2)の際、開示議求書の記載事項を確認する。

また、保有個人情報の不存在等を説明した結果、その場で取り下げられた場合は開示

請求書を返却する。

(主主1)受付番号は、開示請求 1件につき 1番号とする。

(注2)受付の際、開示請求書に次の受付印(直径30mmの円形)を搾印する。

xxxxxx 
他人情報開示窓口

平成21目 4.0

受付

-・第 号

←年金事務所名等を手書き

←回転式日付叩

←受付の種類によって・・に以下を手書きする。

開示請求受付の場合 F偲照j

利用停止請求受付の場合「個停j

異議申立て受付の場合「個奥j

⑤欄示誇求書を受け付けたときは、情報管理グループにおいて摂当部署へ割り振ると同

時に、開示諮求書の正本l立、情報管理グループで写しを保管のうえ、本人等確認書類

とともに担当部署へ包{せする。

開示請求書の担当部署への回付に当たっては、本人の氏名等が他に漏れることがない

よう、保有倒人情報の取扱いに留意する。

⑥ 担当部署i立、開示請求書が回付された後原則として 3日以内に開示請求の対象と考え

られる個人情報の記録された法人文書を情報管理グループiこ持ち込み、保有個人情報

の特定について協議する。

(2 )郵送受付の場合

日本年金機構所管外のものであって、開示請求に係る{宙人情報を現実に保有しておら

ず、かつ、そのことが罰民一般にとっても明白である場合i立、可能な限り、情報管理グ

ループにおいて開示請求者に対し電話等でその旨及び当該個人情報を保有している行政

機関を教示できる場合は教示し、開示請求者の意思を確認する。開示語求を取り下げた

場合には、開示請求書を返却し、取り下げない場合又は意思の確認が難しい場合は、不

調示決定の手続をとる。

開示請求に係る個人情報を保有していない場合、既に公表されている場合(開示請求

によらず情報提供できる場合)、回送に適している場合等、開示緯求者の意思を確認し

た方が望ましいものについては、担当部暑の依頼に基づき情報管理グループにおいて電

話等で開示請求者に対し情報提供し、意思を確認する。開示誇求を取り下げた場合に
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lま、当該開示請求書を返却し、回送を希望した場合には4により回送する。これら以外

の場合は、開示決定等の手続をとる。

開示請求者の意思の確認作業i立、概ね開示請求書到達の白から 3日以内とし、 3日を

過ぎて意思の確認が行われない場合は、原則として開示請求書を受理する。

{也は来所受付の場合と伺様とする。

2 本人等確認における関意事項

(1)本人等確認書類の確認方法

窓口で、本人確認書類を提示されたときは、開示請求書の確認書類欄にチェックする

とともに、当面原則として、本人の了解を得た上で、書類の写しを作成し、開示誇求書

の原本とともに担当部署に回付する。本人の了解が得られない場合などには、開示請求

書の余白に、確認した担当者氏名、免許鉦等の番号、生年月日等を確認した内容を記録

する。

また、郵送で開示請求書と本人確認書類が送られてきた場合も、問様に開示請求書と

の照合等の本人確認を行い、開示請求書とともに担当部署に回付する。

なお、開示請求が、標準様式以外の書面で行われた場合には、書函の余白に確認した

書類の名称、確認した担当者の氏名等を記録するものとする。十分な余白がない場合に

は、]lIJ紙に記入して開示請求書に添付する。

(2 )本人等確認書類が提示又は提出されていない場合の補正

窓口来所の場合には、開示請求者に本人等確認書類が必要であることを説明した上

で、期示請求書を受け付け、書類を後日窓口で提示又は郵送するよう教示するととも

に、書類が到達するまでの聞は、補正に要する期間として開示決定の期線には算入され

ない旨を教示し、適疋な書類が到達した時点で受け付ける。郵送の場合には、電話、文

書等により、開示請求者に同様の説明等を行う。

(3 )本人確認書類の保管方法

本人確認書類は、偲人情報であることから、原員IJとして複製等は作成せず、開示請

求書の原本とともに担当部暑において適切に保管する。

3 補正の必要がある場合

開示請求書の記載事項の不備(注1)、開示請求手数料の不足等の要件不備があった

場合であっても、開示請求書を受け付けた上で補正の手続を行う(行政手続法第7条参

照。(注2))。

(注1)明らかなワープロの変換誤りや軽微な記入誤りについては職権で繍正を行って差し支えな

いが、およそ手続の進行に支緯のおそれのないものについては補正の手続をせず、社会常

識の範囲内で適賞読み替えを行う。

(注2)法第47条の趣旨に沿って、保有個人情報の特定に資する情報の提供を積極的!こ行うべき

であり、特定不十分として不開示決定を行うという事態は、開示鵠求者の頓'1における特別

の事情(保有個人情報の特定に資する情報を提供したにもかかわらず、保有個人情報を特
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定するに足りる時以降の記載がなされないといき)がなければ生じないものであるという

ことに留意すること。

また、繍正の手続を行うときには、開示請求者に、補正に要する期間は開示決定の期

娘には算入されない旨を教示する。

補正は、後で紛争が主主じないよう、原則として次の取扱いとする。

(1)開示請求が窓口で行われた場合

信人情報開示窓口が担当部署と相畿の上、ロ頭で檎正を依頼し、開示請求者が釆諾

した場合、開示請求者に開示請求書を修正してもらう。修正が複雑な場合、窓口職員

が修正した上、修正笛所の近辺に隈示請求者の署名又は捺印をもらっておく方法でも

差し支えない。

開示請求者が口頭で依頼に応じない場合で補正の余地がない場合、直ちに不開示決

定をするのではなく、次の手続による。

①担当部暑が、補正依頼書を起案し、決裁(担当部署の長による決裁)を受ける。補

正依頼書にl立、原員IJとして開示請求書の写しを同封する。

補正依頼書の郵送の手続による補正の期限i立、概ね1週間(第三者の意見提出期限

との均衡)とする。補正に要する期間は開示決定手続の処理期間に算入されないの

で、適宜延長すること可能である。

② 決裁終了後、担当部署が補正依頼書を作成し、当該補正依頼書の写しを添えて総務

グループ(機構印搾印)に発送を依頼する、写しは担当部暑と情報管理グループで

保管する。

③個人情報隠示窓口において補正された文書を受け付けたときは、億人情報開示窓口

は、受付印を押印し(上記 1の(1)の注2の受付印を搾す。ただし、受付番号は

付さない。)、写しを保管して、正本を援当部署に回付する。

(2 )郵送受付の場合又は来所受付の場合で補正が十分でなかった場合

担当部暑が、開示請求者に電話等で補正を依頼し、開示詰求者が承諾した場合(承

錯しない場合、上記(1)の補正依頼書を郵送する手続を行う。)、開示議求者の意

思に応じて、上記(1)の補正依頼書を郵送する手続を行うか、以下の簡易な手続を

とる。

官間人情報の特定!こ関する補正作業を必要としない軽微な檎正についてiま個人情報開示窓

口単独で補正の手続を行うが、上記(1)又は (2)の補正依頼書を送付する疋式な手続は

担当部署で行う。また、保有個人情報の特定!こ関する補正作業を必要とする場合は、その他

の項目の裕正も併せて行う。

①按当部暑が、適室、電題、ファクシミリ等で開示績求者の補正の意思を確認し、防水

請求書を修正する。修正館所の近辺に担当職員の署名と開示請求者の意思議題の手段

及び確認の呂付を記載する。

②担当部署i立、修正後の繍示誇求書の写し 1部を情報管理グループに提出し、情報管理

グループl立、当自主写しを保管する。
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③ なお、上記のような電話等による簡易な補正の場合には、原I¥IJとして開示決定等の期

娘 (30目指)は停止させないこととする。

④補正を行った場合にi立、必要に応じ、補正後の開示請求書をファックス、郵送等によ

り開示請求者に送付し、電gi5対応等処理経過を記録する。

( 3 )本人確認書類と開示請求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 記 録 事 項 と の 相 違

本人等確認のため提示又は提出された本人確認書類と開示議求に係る保有個人情報に

記録されている事項とiこ穏違(例えば、改姓、合併等による住居表示の変更等)がみら

れる場合の補正(確認)の手続は、担当部箸において行うこととし、その旨を情報管理

グループに報告するものとする。

4 回送の必要がある場合(注)

① 開示請求に係る保有個人情報を本部として保有していないが、ブロック本部または年

金事務所において当該保有偶人情報を保有している可能性がある場合、担当部署

は、関係するブロック本部または年金事務所に連絡をとり、当核保有価人情報を保

有している機関を確認できた場合には、担当部署は情報管理グループに合議し、事

前に開示篇求者の了解を得て回送の決定を行う。また、保有する機鯛が確認できな

かった場合は開示請求者の意思を確認する。開示請求を取り下げた場合は開示請求

書を返却し、取り下げない場合は担当部暑において不開示決定の手続をとる。

② また、開示請求に係るブロック本部または年金事務所が判拐しており、かつ、当該ブ

ロック本部または年食事務所が当該保有偲人情報を保有していない場合であって

も、担当部署は、情報管理グループとの会議の上、当該ブロック本部または年金事

務所に回送の決定を行う。ブロック本部または年金事務所から回送を受けた場合

は、情報管理グループで受け付けた後は、通常の開示請求と同様の取扱いとなる

(第3緩第 1の2の (4) を参照。)。

③郵送受付の場合、受付の日から概ね3日以内に回送の連絡を行う(通知を発出す

る)。来所受付の場合、原剣としてその場で開示請求者の了解を得る。

(注) r移送」と「回送Jとの関係

『移送Jとは、機構で開示請求に係る個人情報を保有しているが、当該文書の作成に深〈関与

した行政機蔚等が別途ある場合等に、事案の処環を当該lll]途ある機関に委ねる手続をいう。そも

そも機構で凋示請求に係る個人情報を保有していない場合は、 「移送Jの手続はとられず、隠示

請求者に事情を説明する。隣示請求を取り下げた場合は期示請求書を返却し、取り下げない場合

は不開示決定をすることとなる。

『毘送Jは、開示請求書が提出された本部としては開示請求に係る錨人情報を保有していない

が、フロツヴ本部又は年金事務所が当該個人情報を保有しており、開示請求書のあて名を変更し

た方が適当である場合(あて名がブロッウ本部又は年金事務所となっているにもかかわらずその

上級機関に開示請求書が提出される場合を含む。)に、行政サービスの一環として行う開示請求

書提出に係る撮劫行為である。したがって、当該開示鰭求書の受付日は、当該フロッウ本部又は

年金事務所に当該開示請求書が回送され到着した日である。
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5 移送を行う必要がある場合

担当部署は、情報管理グループに連絡の上、他の独立行政法人又は行政機関等との関で

移送の協議を行い、移送を行うことを決定した場合には、移送の決裁(本部総務部長の決

裁)終了後、移送の通知文を作成、押印し、担当部署から移送の通知を移送先と開示請求

者lこ送付する(際示請求事案移送書の写しを担当部署と情報管理グループで保管す

る。)。その後、担当部署は適宜移送先機関に協力する。

6 移送を受ける場合

ア 他の独立行政法人又l立行政機関等から援当部署が移送の協議を受けたときは、情報管

理グループに連絡の上、担当部署が移送の協議を行う。情報管理グループが移送の

協識を受けたときは、情報管理グループから担当部署に連絡し、担当部暑が移送の

tlhE聾を行う。

イ 損当部暑が移送を受けることとした場合、協議結果を情報管理グループに連絡する。

ウ 当該{也の独立行政法人又は行政機額等から発送された移送の通知文を情報管理グルー

プが受け付ける(開示請求の場合と同様に受付印を押印する(煎記1の(1)④注

2参照。)。当該移送還知文を受領後は通常の開示誇求受付と閲様の取り扱いとな

る。

7 取下げの申し出があった場合

開示請求の取下げが行われた場合、開示諒求手続は終了し、開示諒求書を返却する。取

下げがあった場合、担当部署は、情報管理グループに連絡する。

(注 1)取下げは、原則として書面をもって受け付けることとする。電話や伝言のみによる場合や取

下11'の対象が不明徳な場合は、状況に応じて、開示決定等に係る作業は進めつつ、開示決定

等を行う時点で再度開示詰求者に対して電話等で確認をする等慎重な対応が望まれる。

{注2)開示決定等を行うまでは開示請求者はいつでも取り下げが可能であるため、手数料の収納は

開示決定等及び延長のときに行う。

8 情報公開法との関係

本人以外の者からの侶人情報の開示績求があった場合などj去に暴づく開示請求は受けら

れなくても、情報公務j去に基づく隠示請求を行えば、法人文書の全部又は一部の開示が受

けられると考えられる開示議求があった場合には、情報公開法による隣示請求について教

示する。また、本人に係る保有個人情報に係る情報公開j去に基づく繍示請求であって、 i去

に基づく開示誇求を行った場合にはより多くの保有個人情報の隣示が可能であると考えら

れるものについては、 j去による開示請求を教示する。

その結果、開示務求者が他の申IJJlに基づく開示請求を行うことを希望する場合には、改

めて他の申IJ疫の開示諸求書を提出することが原則であるが、開示請求者の意思が明被であ

る場合には、開示請求の意思に沿って開示請求書の名称、記載事項の内容等を修正を行つ
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た上で、受け付けることができる。情報公開法に基づく開示誇求をj去に基づく開示議求に

変える場合には、本人確認書類の提出を求める。

第 3 開示贋不開示の審査

1 審査基準の策定

日本年金機績における審査基準は、厚生労働省の審査暴準(資料1)を準用する。

2 第三者に対する意毘書提出機会付与を行う場合

第三者に対する意見書提出機会の付与を行う場合の手続lま次による。

①担当部署は、第三者への照会を行う書面等所要の書面を起案の上、決裁(担当部箸の

長専決)を受ける。

② 当該決裁終了後、当該書面を作成し、当該書面の写しを添えて総務グループ(機構印

押印)に発送を依頼する。写しは担当部署と情報管理グループで保管する。

③ 担当部署i立、適当な時期、当該第三者に対して電話、ファクシミリ等で一報(開示請

求者を織~IIできる懐報を除く。)を入れておくことが望ましい。

④ 情報管理グループで当該第三者の意見書を受け付けたときは、受付印を搾~n し(第

2の1 (1)④注2の受付却を揮す。ただし、受付番号は付さない。)、当該意見

書の写しを保管し、正本を担当部署に回付する。

⑤ 当該第三者から開示に反対の意思表示があった場合で、その意思表示反して開示決

定する場合は、担当部署l立、当該第三者に対する隣示決定の通知書を起案の上、冨1I

理事長の決裁を受ける。

⑥ 当該決裁終了後、当該通知書を作成し、その写しを添えて総務グループ(機構印押

印)に発送を依頼する。写しは担当部署と情報管理グループで保管する。

3 事前審査

担当部署i土、下記4及び5に係る決定を行おうとするときは、当該決定に係る決裁を受

ける前に、当面全ての開示請求事案について、情報管理グループにおいて当骸決定に係る

内容審査(以下第3において「事前審査j という。)を受けるものとする。ただし、当餓

決定に係る前iJilや肉類型の事案が存在し、開示決定等に係る一定の判断が確立している場

合等であって、事前審査を要しないものとして副理事長が認めたものについては、事前審

査の対象としない。

事前審査の要否l立、原則として開示請求書の写しの担当部署回付時(第2の1の(1)

の⑤参照)に、担当部箸に対して通知する(顕示請求対象の保有個人情報の特定ができな

い場合等は、当核保有個人情報の特定ができ次第とする。)。

事前審査を受ける場合、t!!当部署i主、当該事前審査に係る資料(開示請求の対象となる

保有個人情報を記録する法人文書、当該決定逮知書案、部分開示の決定の場合の開示対象
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の保有価人情報に係る開示省不開示部分をした当該保有個人情報の写し(不開示部分にラ

インマーカーでマスキングする等原則として不開示部分の内容がわかるようにする。)、

その他開示・不開示の判断に必要な資料等)を、原則として請求の日から 1週間以肉に情

報管理グループに持ち込むものとする。当該期限の指定は、原則として事前審査の要否の

通知に併せて行う。

事前審査を終了した事案は、情報管理グループにおける事案ごとの必要性の判断によ

り、再審査を受けるものとする。

情報管環グループは、当該事前審査又は再審査終了後、控当部暑に当該資料を返却し、

以後、担当部署において当該決裁の起案を行う。

4 事前審査①:開示決定等が開示請求書受理後30日以内にできる見

込みがない場合

(1) 6 0日以内に開示決定等ができる見込みがある場合

①担当部署は、開示決定等の期限の延長(法第 19条)の決定をしようとするときは、

上uC!3の所要の方法で情報管理グループの事総審変を受けた後、開示決定等の期娘の

延長通知を起案の上、決裁(鰻当部l暑の長専決、高IJ理事長合議)を受ける。

②よ記決裁終了後、担当部署I立、当該通知書を作成し、当該通知書の写しを添えて総務

グループ(機摘印搾印)に発送を依頼する。写しは担当部署と情報管理グループで保

管する。

③ 当該遜知書の発送は、際示請求書を受理した白から 30日以内(補正に要した回数を

除<0 )に発送することが望ましい。

(注)開示詰求書を受け付けてから 20日(補正に要した回数を除<0 )を経緯した日において、

r 30日以内の処理Jの見通しがたっていない事案については、情報管理グループは、担当

部署に迅速な処理を促すとともに、手続の遅滞が正当な理由!こ基づく場合であって必要と認

められるときは、法第 19条第2項の延長の決定手続をとるよう促す。開示請求に係る保有

億人情報が著しく大量であって、当日において r6013以内の処理Jの見通しさえ立ってい

ない場合!立、情報管理グループは、担当部署に対して、次の (2)の手続をとることについ

て検討を促すものとする。

(2) 608以内に開示決定等ができる見込みが立たない場合

① 担当部暑は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であって、開示請求書を受け

付けた固から 20悶を経過した自において、開示請求書を受け付けた臼から 6013以

内に開示決定等を行う見通しが立っていない場合は、開示決定までの作業の処理計00i

表等を作成の上、法第 20条の開示決定等の期限の特例を適用することについて、上

記3の所要の方法で情報管理グループの事前審査を受ける。

② 事前審査を受けた後、担当部署i土、開示決定等の期限の特例鏡定の適用通知(開示請

求書の受付後60日以内に開示購求に係る保有個人情報のうちの相当の部分のみ開示

決定を行い、残りは特定の異耳目までに開示決定等を行う旨の書面を起案のよ、決裁
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(担当部暑の長専決、盲IJ~里事長合蟻)を受ける。間決裁終了後、担当部署iま、当該通

知書を作成する。

③ 当該通知書の発送lま、その写しを添えて総務グループ(機構印押印)に依頼する。

④ この場合において、開示誇求書を受け付けた呂から 30日以内{械正に要した日数を

除く。)に、当骸通知の書面が隣示請求者に到達する必要があること(前記第 1編の

第3の3の (3))に留意する必要がある。

5 事前審査②:開示決定等

①担当部署において、開示、部分開示又は不慌示の決裁を起案する(担当部署の長専決

で副理事長合議を原則とし、重要なものは理事長決裁) 0 (注1)

②担当部署は、開示決定等をしようとするときは、情報管理グループに連絡して上記3

の所要の方法で事前審査を受ける(事前審査を婆しないと判断されたものを徐〈。以

下同じ。)。

③ 担当部署は、繍示決定又は部分開示の決定の場合には保有個人情報開示決定通知書

を、不開示決定の場合には開示をしない旨の決定通知書を起案し、決裁を受ける。

④ 情報管理グループは、事前審査及び決裁の状況について、進行を管理する。

⑤決裁終了後、担当部署は、当該決定通知書を作成し、当該通知書の発送(決定が開示

決定又は部分開示の決定の場合には、法第 24条第3項の開示の実施の方法等の申

出の必要がないときを徐き、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を同封す

る。)を総務グループ(機構印押印)に開示決定自の 15時までに依頼する。通知

書(係本)は、角 2サイズ (A4半IJの用紙がそのまま入る。)の封筒に入れ、保有

個人情報の開示の実施方法等申出書に必要事壌を記入したもの及び説明事項(決定

が開示決定又は部分開示決定の場合であって、法第 24条第3項の開示の実施方法

等の申出の必要がある場合に限る。)並びに誇求書の写しを同封する(注3)。

通知書及び実施方法申出書の写しは担当部署と情報管理グループで保管する。

(注 1)受付から 30回以内に行わなければならないのは『決定Jであり、決定書が開示請求者!こ

至11達している必要はないが、期限臼までに通知書を発送しなければならない。したがっ

て、必ずしも配達証明をとっておく必要はない。ただし、開示の方法等の申出の期限を厳

格にしておく必要がある場合等は、配達証明をとる必要がある。

(注2)期限の定めに対しては慎重!こ対応する必要があるため、その期限の末日が行政機関の休日

に当たる場合l孟、原則iとしてその前日までに当該開示決定等を行うものとする。

(注3)第三者が保有個人情報開示決定書に係る保有個人情報の開示(部分開示を含む。)に対し

て反対の意思表示をしている場合など第三者が当該保有個人情報開示決定書に係る開示決

定に対して異議申立てを行う可能性が高い場合には、当該保有偲人情報開示決定書の文面

に、例えば、 「今後当該決定に対し、第三者から異議申立てがなされた場合などには、開

示の実施の執行を停止することがありますので、あらかじめご了承ください。 Jの一文を

記載しておくことが適当である。

第4 開示の実施
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1 保有個人情報開を記録する法人文書の種類による開示の実施方法

機構における保有個人情報を記録する法人文書の種類による具体的な開示の実施方法

(j去第24条第 1項)は、以下のとおりとする。

(1)次に掲げる文書又は図面の閲覧の方法は、それぞれ当核アからエに定めるものを閲覧

することとする。

ア 文書又はfgjjiij (イからエまで又は (4) Iこ該当するものを除く。)

当該文書又は都国(法第 24条第 1項ただし婁の規定が適照される場合にあっては、

(2)アに定めるもの。)。

イ マイクロフィjレム

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合

にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業続格A~IJ一番(以下 rAー判J とい

う。)以下の大きさの用紙lこ印刷したもの。

ウ写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横 127ミリメートルのもの又は

縦203ミリメートルのものに限る。以下向じ。)に印画したもの。

ヱ スライド((5)に規定する場合におけるものを除<0 (2)エにおいて同じ。)

当該スライドを専用機器により映写したもの。

(2 )文書又は図面の写しの交付の方法は、それぞれ当該アからエに定めるものを交付する

こととする。

ア 文書又は図面(イからヱまで又は (4)に該当するものを除く。)

当該文書又i立図面を複写機により日本工業規格A列三番(以下 rA三車IJJという。)

以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文

書若しくは図面を複写機により A-判務しくは日本工業規絡A~Jニ祷(以下 rAニ判j

という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図簡を撮影した写真フィルムを

印画紙に印函したもの。

イ マイクロフィJレム

当該マイクロフィルムをE本工業規格A~J四番(以下 rA四判J という。)の用紙に

印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、 A一判、 Aニ宇IJ又はA三判の

用紙に印刷したもの。

ウ写真フィルム

当骸写真フィルムを印画紙に印函したもの。

ヱスライド

当該スライドを印画紙にEn直したもの。

(3 )次のアからウに掲げる電磁的記録については、それぞれ当核アからウに定める実施方

i去によるものとする。

ア 録音テープ((5)に規定する場合におけるものを除く。以下アにおいて同じ。)

又は録音ディスクは次に掲げる方法による。

① 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器lこより再生したものの聴取

② 当該録音テープ又は録音ディスクを専用カセットテープ (B本工業続格C5568

に適合する記録時間 120分のものに限る。)に複写したものの交付
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イ ビデオテープ又はビデオディスクは次の方法による。

① 当該ピデオテープ又lまピデオディスクを専用機器により再生したものの視線

② 当該ビデオテープ又はビデオディスク又はビデオカセットテープ(日本工業規格C

5581に適合する記録時間 120分のものに限る。以下同じ。)Iこ複写したもの

の交付

ウ 電磁約記録(ア、イ (4)に該当するものを除く。)は次に掲げる方法であって、

厚生労働省がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、ーの結

果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができ

るもの。

① 当該電磁的記録をA三半1]以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

② 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の関覧又は視聴の用に供するために備

え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

③ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

④ 当該電磁的記録をフレキシフ、ルディスクカートリッジ{日本工業規格X6223に

適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

⑤ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX62811こ適合する

直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限

る。)に複写したものの交付

(4 )娘回フィルムの開示の実施の方法は、次iこ掲げる方法とする。

ア 当該狭函フィルムを専用機器により峡写したものの視聴

イ 当該政函フィルムをどデオカセットテープに複写したものの交付

(5)スライド及び当該スライドの肉容に関する音声を記録した録音テープを同特に視聴す

る場合における凋示の実施の方法l立、次に掲げる方法とする。

ア 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

イ 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

2 具体的実施の方法における留意事項等

保有個人情報の積類ごとの具体的実施の方法について留意すべき事項は、次のとおり

である。

(1)印聞紙に印濁したものを作成し交付する場合(文書又は図面、写真フィルム、スライ

ドの場合)、ビデオカセットテープヘ複写したものを交付する場合(娘画フィルム

又はスライド(音声付き)の場合)及びマイクロフィルムを用紙にEn附したものを

作成し交付する場合には、一般的には専門業者に外注することになる。

(2)開示を実施する機関の事務所において専用機器を備え付けていない場合(マイクロフ

ィルム、スライド、録音テープ又は録音ディスク、ビデオテープ又lまビデオディス

ク、電磁的記録、映画フィルム、スライド(音声付き))の照覧・視聴対応l立、当

該専用機器を備え付けている他の事務所を隣示の実施場所とすることも可能である
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が、凋示請求者の住所との距離的事情を十分考慮する必要がある。また、専用機器

を借用して対応することも可能である。

なお、マイクロフィルムの専用機擦による映写したものの閲覧により難い場合に

l立、マイクロフィルムをA一半11以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧を行うも

のとする。

(3 )その他の留意点

ア 文書又は図面の写しの作成は、白黒のコピーを懇定しており、カラーコピーを行う義

務lまない。

イ マイクロフィルムの写しの作成について、専用機器を保有していない場合や、保有し

ていてもA判しか印刷できず、大判の劉磁等のEn織ができない場合には、専門業者iこ

外注することになる。

ウ 既にEni堕された写真l立、写真フィルムではなく、文書又は図磁として、閲覧又は写し

の交付により対応することになる。

エ 写しを作成する場合の記録媒体については、行政機関のシステムへの安全性を考慮し

て、潤示を受ける者の持参したものではなく、行政機関@.11で用意した物を用いて写し

の交付を行うこととなる。

また、閲覧の場合において、開示を受ける者がカメラやどデオカメラを持参して自分

で写しを撮ることは、想定されていない(筆写については、許されるものと解され

る。)。

オ例えば、 CD-R、MD、DVD、MOは、形状としてはヂィスク状のものであ

り、これら!こ記録されている情報は、音声情報の場合、映像情報の場合、音声及び

玖像情報の場合、パソコン等の電子文書情報の場合等、様々な記録形態で保存され

ている。

これらについては、一般的には、①音声情報のみが記録されている場合であって、

かつ、当該音声情報が、パソコン等の汎用機器ではなく、当該音声情報を再生する

専用機器により再生が行われるものである場合には、当該CD-R等は録音ディス

クiこ、②映像情報が記録されている(音声情報が凋時に記録されている場合を含

む。)場合であって、かつ、当該映像情報が、パソコン等の汎用機器ではなく、当

該映像情報を再生する専用機器により再生が行われるものである場合には、当該C

D-R等はビデオディスクに、③その他の電子文書情報等が記録されている場合に

は、当該CD-R等は一般の電磁的記録にそれぞれ該当するものとして取り扱う。

3 部分掲示の実施方法

保有個人情報の部分開示を実施する場合には、不開示情報が明らかにならないよう開示

の実施の方法ごとに適切に行う必要がある。また、部分開示(部分不開示)の範翻や量が

明確になるように開示を実施する必要がある。

保有個人情報の種類ごとの部分開示の実施方法は、次のとおりである。
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(1)文書又は図面

文書又lま阪商の閲覧については、原則として当該文書又は図面の原本を関覧させるこ

ととされているが、保存に支樽を生ずるおそれがあると認められるときその他疋当な理

由があるときは、当核文書又は図面の写しを作成し、当該写しを関覧させることが可能

である(法第 24条第 1項ただし書)。部分開示を行う場合には、伊iえば、原本である

文書又は図面の不開示部分を被覆シール等で覆う方法も考えられるが、不開示部分が明

らかにならにようにするには、原本のコピーに墨自主りを行い、更にコピーをしたものを

閲覧させることが確実な方法と考えられる。

また、部分照示の場合の写しの交付l立、閲覧の場合と同機な作業をしたよで交付する

こととなる。

なお、不開示部分の範囲や量を明らかにしておく必要があるため、不開示部分を除去

して(後方部分を諮めて)、当該文書のコピーを作成することは適当ではないが、例え

ば、ページ単位で全部墨塗り状態のものが何ページ!こもわたる場合には、当該全部墨塗

りページを何ページも関覧する必要はなく、 0ページから0ページまでの部分はすべて

不繍示である旨説明を付せば足りる。

(2 )マイクロフィルム

マイクロフィルムの閲覧を専用機器(マイクロリーダー)で行う場合、当該機器の機

能がーコマーコマを性格に特定して容易に表示することができるものであれば、職員の

立会い E 作業の下にーコマ単位で不開示情報を含むコマを除外して閲覧させることにな

るが、不開示部分はーコマ中の一部分の場合があり得、一般的には、マイクロリーダー

での部分開示を行うことは想定しがたい。

したがって、部分開示を行う場合には、一般的には、用紙に印刷したものの筒覧の方

法により行うことになり、その場合の部分開示の方法は、文書又は図面の方法と同じも

のとなる(写しの交付の場合も同様。)。

(3 )写真フィルム

写真フィルムについて、部分開示を閲覧の方法により行う場合、一般的には、コマ単

位で不開示情報が写っていないかどうか確認し、ネ凋示情報が写っていないものをDP

E事業者に外注して印画紙に印画し、作成されたものを閲覧に供することになる。

部分開示を写しの交付の方法!こより行う場合であっても、同様にコマ単位で行うこと

になる。

(4 )スライド

スライドについて、部分開示を閲覧(専用機器による映写)の方法により行う場合、

コマ単位で不開示情報が含まれているかどうかを確認し、不開示情報が含まれているコ

マを抜き取った上で、関覧をさせることになる(ーコマのスライド中の一部のみを不開

示とすることは、一般的!こは容易ではないことから、行わない。)。
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また、部分開示を写しの交付の方法により行う場合には、写真フィルムと凋様に、不

開示情報が含まれていないかコマをDPE事業者に外注して印蘭紙に印笛したものを交

付することになる。

(5 )録音テープ又は録音ディスク

録音テープ又は録音ディスクについて、部分筒示を関覧(専用機器により再生したも

のの聴取)の方法により行う場合、当該原本を聴取させることは不適当であるので、当

厳原本の内容を悶穫の媒体に複写(ダビング)してその僚に不開示情報の部分について

は無録音部分とする作業を行い対応することになる。

なお、不開示情報、例えば、氏名等がさき核原本の数カ所に散在して録音されている場

合には、 f軍事易に区分できないJ場合に該当することもあり得、一般的には、録音テー

プ又は録音ディスクの前半部分又は後半部分の消去等の措置で足りる場合に、部分開示

を行うことになろう。

写しの交付(録音カセットテープの交付)を行う場合にも、同様となる。

(6 )ビデオテープ又はビデオディスク

上記の録音テープ又は録音ヂィスクと同様の対応となる。

(7)一般的な電磁的記録

電磁的記録について、部分開示を閲覧(r A三半IJ以下の大きさの照紙に出力したもの

の際覧j 及び「専用機器により再生したものの閲覧又は視聴J)の方法により行う場合

に、 「用紙に出力したものの関覧JI立、プリントアウトしたものについて上記 f文書又

は関関j の方法と両様の方法により行うこととなる。また、 f専用機器により再生した

ものの閲覧又は視聴」の場合には、原本である電磁的記録(電子文書)を線写して同ー

のものを作成し、当該作成された復写物(コピー)に電磁的な被覆又は文字{情報)の

置換え等を行った上で、閲覧に供する(この場合、不開示情報の範囲や量が不明となる

ため、一般的には電磁的な文字(情報)削除は行わないが、全部不開示のページ(例え

ば、全ページにわたって xxの文字のもの)が何ページもある場合には、当該不慌示部

分を削除して(後方を詰めで)閲覧に供することも差し支えない。)

なお、いずれの場合であっても、行政機関が保有する既存のプログラム!こより行うこ

とができない場合及び不開示情報と開示情報とを容易に分厳し得ない場合には、対応す

る必要はない。

写しの交付(r2 H Dのフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付J

及び rCD-Rに複写したものの交付J)の場合も、同様の措鷺を講ずることになる。

(8 )峡薗フィルム

部分開示を閲覧(専用機器lこより映写したものの視聴)の方法により行う場合、映函

フィルムのーコマ単位で不開示部分を被覆して専用機器により映写することは不可能で
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あるので、当該映溜フィルムを外注事業者に発注してどデオカセットテープ(記録時間

1 20分のVHS方式)に複写し、当該複写したものを際覧に供することなる。

その際に、不開示情報が2草されている部分までも複写されないように留意する必要が

あり、かつ、不開示情報の範囲や量が不明とならないように配慮する必要がある。

写しの交付についても同様である。

(9 )スライド(音声付きのもの)

部分開示を閲覧の方法(専用機器により再生したものの慌覧)により行う場合、スラ

イド部分と音声部分とが同期をとって再生されなければ意味を有しないので、一般的

に、原本を閲覧に供することは不可能である。

したがって、当該スライド(音声付き)を専門業者に外注してビデオカセットテープ

(記録時隣 120分のVHS方式)に複写し、当該複写されたものを燭覧に供すること

になる。

その様に、不開示情報が写されている部分までも複写されないように留意する必要が

あり、かつ、不調示情報の範囲や量が不明とならないように配慮する必要がある。

写しの交付についても伺様である。

4 開示の方法等の申出を必要とする場合

開示請求者から、偲人情報の開示の実施方法等申出書が提出された場合、情報管理グル

ープにおいて、留意事項等を確認のよ受け付ける。

〔留意事項3
・開示決定・部分開示決定の通知があった呂から 30日以内に提出されているか

-申し出られた開示の方法、関覧希望毘について開示決定通知書との餓磁がないか

・郵送希望の場合に適正な額の郵使切手が添付されているか 等

受付印は、保有個人情報開示請求書の受付印(第2の1 (1)④(注 2))と閉じもの

(日付印のみ新しくする)を押印する。情報管理グループは、写しを保管の上、正本を担

当部暑に回付する。

実施の方法が閲覧、写しの交付、視聴等(上記1参照)である場合には、担当部署!立、

調示実施の準備を行い、開示の対象保有偲人情報又はその等し等を開示議求者が機構保有

個人情報開示窓口で、担当部暑の職員立会いの下で開示の実施を行う(実施に先立ち、第

三者から異議申立てがなされていないか及び裁判所が執行停止の決定をしていないかを再

度確認する。)。

なお、郵送による開示の実施の場合l立、 「親展」と明記し、担当部署において発送の手

続を行い、その投函日をメール等により情報管理グループに連絡する。

第 5 手数料

o 13本銀行(本脂、支宿、代理庖、歳入代理宿。以下「銀行j という。)に納付書を添

えて開示請求手数料相当綴 300内を収め、その領l/J(uiE書を開示請書に添付する。
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O 銀行に納付書を添えて開示実施手数料相当事費を収め、その領収誌書を開示の実施方法

等串尚書に添付する。

※ 臼本銀行歳入代E皇后i立、都銀、長信銀、信託銀行、地銀、第2地銀、信金、全信

組連、農林中金、商工中金、外銀等の金融機関からの申出を受iす、日本銀行による

一定の審査を経て段置されるものである。

O 欄示請求書又は開示の実施方法等申出書に納付書・領収斑書が添付されていることを

確認する必要があり、納付書・領収IIiE書が添付されていないときは、添付を求める必

要がある。

O 当該納付書・領収証書は、請求窓口処理機に押印等遮宣の処理をした後に、開示決定

通知書の送付又は開示の実施の際に、開示議求者等に返却することとする。なお、納

付の事実は、納付後に日本銀行から歳入徴収官に送付される領収済通知書においても

確認できることから、納付書・領収証書の写しを保存しておく必要は生じない。

O 訂正請求には手数料を徴収しないこととなっているので留意すること。

第 6 訂正請求の手続

1 受付

①訂正請求書受付の際、記載事項等を確認する。受付印は、開示請求の際と同じものを

用い(第2の1の(1)の(注 2))、番号は、 F訂第00号」とする。また、どの

開示誇求に係る訂正請求であるかが磁認できない場合には、請求者に確認し、受付番

号、開示決定年月日、隠示決定番号等を確認し、訂正請求書の余白に記入する。

②訂正競求書を受け付けたときは、情報管理グループにおいて写しを保管の上、正本を

本人確認書類とともに担当部署へ回付する。

③ 訂正議求が、 i去の緩定に基づき開示を受けた保有価人情報に係る訂正請求ではない場

合、保有償人情報の開示を受けた日から 90日以内の訂正請求ではない場合等に

i立、開示請求を行った上で訂正請求を行うこと等を教示し、請求者が訂正請求を取

り下げるか、不訂正決定を希望するかを確認することが望ましい。

なお、訂正請求には手数料を徴収しないこととなっているので留意すること。

2 本人等確認

開示請求の場合と悶様、本人等確認を行う。

3 補正の必要がある場合

訂正誇求書の記載事項の不備がある、訂正誇求の趣旨及び環街が明確でない等の要件不

備があった場合であっても、開示請求の場合と同様の手続により訂正詰求書を受け付けた

よで補正の手続を行う。

訂正詰求者が訂正請求を取り下げた場合は訂正請求書を返却する。

4 事案の移送
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事案の移送を行う場合又は事案の移送を受ける場合には、開示請求と凋織の手続により

fTつ。

第 7 訂正・不許正の審査

1 審査基準

日本年金機構における審査基準は、厚生労働省の審査基準(資料1)を準用する。

2 事前審査

訂正穏求書の回付を受けた担当部署i立、訂正決定又は不訂正決定に係る決裁を受ける前

lこ、当面全ての訂正鰭求事案について、情報管理グループにおいて、当該決定に係る内容

審査(以下第7において「事前審査Jという。)を受けるものとする。

ただし、当該決定に係る前例や同類型の事案が存在し、訂正決定等に係る一定の判断が

確立している場合等であって、事前審査を要しないものとして副理事長が認めたものにつ

いては事前審査の対象としない。

事前審査を受ける場合、担当部署は、当該訂正決定通知書の案又は訂正をしない旨の決

定通知書の案及び当該事前審査に係る資料(訂正請求の対象となった保有個人情報を記録

した法人文書(部分開示決定の場合には、原IIIJとして不開示部分にラインマーカーでマス

キング安行う等により、不隣示部分の内容がわかるようにすること。開示決定時の起案文

章でもよい。)、訂正をする又はしないことと判断するために行った訴棄に内容等を記載

した文書等)を原則として請求の白から 1週間以内に情報管理グループに持ち込むものと

する当該綴狼の指定は、原則として事前審査の要否の通知に併せて行うものとする。

情報管理グループは、必要に応じ再審査を行うとともに、当該事前審査終了後、担当部

暑に当該資料を返却し、担当部署においては当該決裁の起案を行う。

3 訂正決定等の期限

訂正決定等が3013以内にできる見込みがない場合には、開示決定と伺様の手続により

訂正決定等の期限の延長及び訂正決定等の期限の特例規定の適用を行う(第3の4参

照。)。

4 訂正決定等

① 担当部箸において、訂正決定又は不訂正決定の決裁を起案する(担当部暑の長専決で

冨IJ理事長会識を原則とし、重要なものは理事長決裁)。

②担当部署は、訂正決定の場合には訂正決定通知書を、不訂正決定の場合には訂正をし

ない旨の決定通知書を起案し、決裁を受ける。

③情報管理グループは、事前審査及び決裁の状況について進行を管理する。

④担当部署は、決裁終了後、当該決定通知書を作成し、当該通知書の発送を、その写し

及び必要事項を記入した個人情報関係書類送付票を添えて総務グループ(機構印押

印)に、訂正決定等の日の 15時までに依頼する。
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通知書の写しは担当部署と情報管理グループで保管する。

第 8 訂正の実施

1 訂正の実施

訂正の実施は、保有個人情報の原本を訂正する、訂正の経緯、内容等を記載した文書を

原本に添付する等の方法により行う。

2 保有個人情報の提供先への通知

訂正安行った保有個人情報を第三者に提供している場合には、担当部箸は、提供先への

通知を起案し、決裁を受けた後(担当部署の長専決)、総務グループ(機構印押印)に発

送を依頼するとともに、写しを情報管理グループに提出する。

第 9 利用停止請求の手続

1 受付

① ~Jm停止誇求書受付の際、記載事項等を確認する。受付EPは、開示請求の際と向じ物

を用い(第2の1 (1)④(注2))、番号は、 「個停第00号j とする。また、ど

の開示詰求!こ係る利用停止語求であるかが確認できない場合には、詰求者に確認し、

受付番号、開示決定年月目、開示決定番号等を確認し、利用停止請求書の余白に記入

する。

②利用停止請求書を受け付けたときは、情報管理グループにおいて写しを保管の上、正

本を本人等確認書類とともに担当部署へ回付する。

③ 利用停止請求が、 j去の続定に基づき開示を受けた保有個人情報に係る利用停止請求で

はない場合、保有個人情報の開示を受けた日から 90日以内の利用停止請求ではない場

合等!こは、開示請求を行った上で利用停止錆求を行うこと等を教示し、請求者が利用停

止誇求を取り下げるか、不利用停止決定を希望するかを確認することが望ましい。

2 本人等確認

開示誇求の場合と同様、本人等確認を行う。

3 補正の必要がある場合

利用停止請求書の記載事項の不備がある、利用停止請求の趣旨及び環陶が明確でない等

の要件不織があった場合であっても、調示請求の場合と同様の手続により利用停止請求書

を受け付けたよで補正の手続を行う。利用停止請求者が利用停止請求を取り下げた場合は

利用停止請求書を返却する。

第 10 利用停止・不利用停止の審査

1 審査基準
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日本年金機構における審査基準は、厚生労働省の審査基準(資料1)を準用する。

2 事前審査

利用停止請求書の回付を受けた担当部署は、利用停止決定又は不利用停止決定に係る決

裁を受ける前に、当面すべての利用停止請求事案について、情報管理グループにおいて、

当該決定に係る内容審査(以下第 10において「事前審査」という。)を受けるものとす

る。

ただし、当該決定に係る前例や肉類型の草案が存在し、利用停止決定等に係る一定の判

断が確立している場合等であって、事前審査を要しないものとして冨IJ理事長が認めたもの

については事前審衰の対象としない。

事前審査の要否は、原則として利用停止請求書の担当部署への回付時に担当部署に対し

て通知する。

事前審査を受ける場合、担当部署は、利用停止決定通知書の案又は利用停止をしない旨

の決定通知書の案及び当該事前審査に係る資料(利用停止請求の対象となった保有個人情

報を記録した法人文書(部分開示の場合には、原則として不開示部分にラインマーカーで

マスキングを行う等により、不開示部分がわかるようにすること。隣示決定時の起案文書

でもよい。)、法第 36条第 1項第 1号又は第2号に該当し、又は該当しないと判断する

ために行った綴査の内容等を記載した文書等)を、原則として請求の日から 1週照以内に

情報管理グループに持ち込むものとする。当E去期娘の指定は、原買IJとして事前審査の要否

の通知!こ併せて行うものとする。

情報管理グループは、必要に応じ再審査を行うとともに、当該事前審査終了後、担当部

署に当該資料を返却し、担当部署において当該決裁の起業安行う。

3 利用停止決定等の期限

手IJ用停止決定等が30B以内にできる昆込みのない場合には、痛示決定と隠様の手続に

より利用停止決定等の期娘の延長及び利用停止決定等の期限の特例規定の適用を行う(第

3の4参照。)。

4 幸IJ用停止決定等

①担当部署において、利用停止又は不和j用停止の決裁を起案する(担当部暑の長専決で

冨IJ~里事長合議を原則とし、重要なものは理事長決裁)。

②担当部署は、利用停止決定の場合には利用停止決定通知書を、不利用定決定の場合に

lま利用停止しない旨の決定通知書を起案し、決裁を受ける。

③情報管理グループは、事前審査及び決裁の状況について進行を管理する。

④担当部署l立、決裁終了後、当該決定還知書を作成し、当該遜知書の発送を、その写し

及び必要事項を記入した個人情報関係書類送付票を添えて総務グループ(機構印押

印)1こ、利用停止決定等の箆の 15時までに依頼する。

通知書の写しは担当部署と情報管理グループで保管する。
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第 11 利用停止の実施

利用停止の実施は、①保有偲人情報の利用の停止を行う場合は、当該保有個人情報が記

録された法人文書の余自に、 rOOIこよりムムのための利用を停止。」と注意書きを行う

等、②消去を行う場合は、当該保有個人情報を黒皇室りし、 roolこより抹j向。 j と注意書

きを行う等、また、③提供の停止を行う場合i立、提供先にその旨を連絡し、以後の提供を

行わない(当該保有偶人情報について必ずしも回収を密るものではないが、個人の権利利

益侵害の拡大妨止のため、適切な措置をとるよう指示することが望ましい。)等の方法に

より行う。

第 12 異議申立て対応

1 受付事務

(1)開示請求者等からの異議申立ての場合

情報管環グループにおいて、開示請求者等からの開示決定等に対する不服申立(異議

申立書)を受け付ける場合は、異議申立ての名あて人が民本年金機構本部であることを

確認した上で受け付ける。受付印は、開示諸求の際と同じ聞を用い(第2の1 (1)④ 

(注2))、番号は、 「値異第00号」とする。情報管理グループは、写しを保管した

上で正本を担当部署{異議申立ての対象となっている開示決定等の起案をした部署とい

う。)に回付する。

郵送受付の場合は、電話等により不服申立人の意思が容易に確認できるときに、窓口

来所と同様の扱いとする。

(注)不服申立人が窓口に来所して、本級申立書を提出する場合であって、不服申立書の記載内容

のままでは異議申立てが不適法となる場合には、適3まその旨を教示したよで、不服申立入の意

思に沿って不服申立書を返却するか又は補正がなされた不服申立書を受け付ける(補正を拒ま

れても受理を拒むことはできない。)。

(2 )第三者からの異議申立ての場合

よ詑(1)と凋様とする。

ただし、執行停止との関係があるため、担当部箸への連絡を最優先に行う。

( 3 )補正

補正については、通常の不服審査手続と問機の手続とする。補正の事務iま、名あて人

誤りの場合は情報管E里グループ、その他の場合は担当部署で行う。担当部署が不服申立

書の補正を行った場合は、担当部署は、その内容を情報管理グループiこ連絡する。
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2 執行停止

開示決定に反対する第三者から異議申立てが合った場合、当該第三者の異議申立てを無

意味にしないため、当該第三者の申出に基づき、又は職権により、担当部署l立原員IJとし

て、開示の実施の執行停止(審変会への諮問を経て決定又は裁決をするまでの陪、開示の

実施を延期すること。行政不服審査法第34条。)及び当該執行停止を当該第三者及び当

該開示決定等に係る顕示請求者に通知する通知書の決裁の起案を行う。

なお、決裁が終了した場合は、担当部署iま、直ちに、電話等!こより隣示の実施を行う個

人情報僚示窓口並び!こ当該第三者及び当該開示決定等に係る開示請求者に連絡する(執行

停止の通知書面の作成も担当部署において別途行い、担当部署から通知する。)。通知の

写しは、担当部署及び情報管理グループで保管する。

3 担当部署による審査等

(1)審査会への諮問

担当部暑が、直接審査に当たる(必要書類を提出させる場合は、直接処分庁に指示を

行う。)。なお、法第42条各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問を行

う。当該異議申立てを却下したときは、完結となる。

審査会に諮問をしようとするときは、担当部署は、法第42条に基づく諮凋及び法第

43条に基づく通知を作成の上、情報管理グループの事前審査(受付後30日以内を目

途)を受けた後、起案し、冨IJ理事長決裁を受ける(注)。

間決裁終了後、担当部署は、当該諮問の日{決裁日)を情報管理グループと鶴整し、

当該通知書を作成の上、給隈書を情報管理グループに持ち込む(受付後60日以内をg

途)。なお、法第43条の通知に記載する諮問番号l立、審査会に諮問した後、同審査会

において付与するものであるので、情報管理グループがこれらを確認後に担当部署に連

絡し、担当部署において当該通知書を作成する。

情報管理グループは、当該綴問書について、写しを保管の上、正本を審査会事務局iこ

提出する。また、担当部署は、諮問番号の連絡を受け次第、当該諮問の事実の通知書を

当滋不服申立人及び参加人並びに開示請求者及び当該異議申立てに係る開示決定等につ

いて反対意見を提出した第三者(これらの者が異議申立人又は参加人でない場合に限

る。)に通知する

(注)事前審査に必要な書類!主、①路間事案、②理由説明書案、③不服申立人に対する通知書菜、

④インカメラ資料{開示請求等!こ係る保有個人情報の不開示部分をラインマーカーでマスキ

ングしたもの)、⑤その他参考資料である。

(2 )審査会の調査権狼

情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条!こ審査会の調査権限が認められており、

河条第 1項には、審査会が必要と認めるときは、開示決定等に係る係者個人情報の提示

を求めることができるとされている。
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伺項は、審査会において、諮凋庁の開示・不開示の判断が適法、妥当かどうか、部分

開示の判断が適切かどうか等について、迅速かつ適切に判断ができるようにするために

は、審査会の委員が開示決定等に係る保有個人情報を実際に見分することが有効である

ことから、インカメラ審理を行うこととしたものであり、審査会の求めに応じ当該保有

償人情報を提示しなければならない(原賊6部提出)。なお、同条第2項の規定によ

り、この求めを拒否することはできないことから、求めがあれば担当部暑において作成

し、情報管理グループを通じて提出することとする。

また、情報公開・錨人情報保護審査会設置法第9条第2項では、調査審議に必要な情

報を十分入手できるよう意見書又は資料の提出要求等必婆な調査が行えることとされて

いる。例えば、路間庁に対する口頭での説明要求(以下「口顕説明」という。)、補充

理由説明書の提出、物件の提出要求(行政不服審変法第28条)、検iliE(同法第29

条)などがそれに当たることから、口頭説明の求めがあれば、日程及び回答内容につい

て事前に情報管理グループと協議のよ対応することとなる。なお、口頭説明はあくまで

も絡凋庁の説明の場であること、出席者は担当部署の省令職以上の者とされていること

等十分留意する。

情報管理グループは、饗査会の答申を受領した場合、写しを保管した上で正本を担当

部箸に回付する。なお、答申は肉陽府において、公表後、ホームページに掲載される。

4 決定又は裁決

握当部署lま、異議申立てについて決定(異議申立ての場合)又は裁決(審査請求の場

合)を起案し(答申後 30日以内に決定又は裁決を行うことを自途とする。)、当該決裁

終了後、原本を担当部署で保管し、当該謄本(袋とじ)を異議申立人に対して送達すると

問時に、異議申立てに参加人がある場合は参加入に当該絵本を送付する。

また、決定において原処分を変更する場合iこは、開示決定等変更通知書(記載例)も併

せて起案し、決裁を受けた後、隠示請求者等に送付する。担当部署は、これら当該者に対

する謄本の発送後、その写しを情報管理グループヘ提出し、情報管理グループは、これら

の写しを保管の上、審査会へ提出する。裁決謄本送付を受けた地方支分部局等の個人情報

保護窓口i立、受付管理簿の異議申立て欄に裁決の日付及び内容を記入する。また、必要に

応じ、開示決定等の取消し、変更等を行う。

決定書又1ま裁決書!こは、主文、不服の要旨、決定の理由を記載する。

なお、第三者からの異議申立ての場合は、開示請求者に対して決定又は裁決が行われた

旨援当部暑から連絡を行うこととする。

第 13 開示請求等事案の進行管理等
開示請求等事案の進行管理については、情報管理グループにおいて、当面、開示請求、

利用停止請求の別ごとに、開示請求等受付管理簿を作成して行う。

このため、担当部署は、開示決定通知書、訂正決定通知書及び利用停止決定通知書等を

発出する際には、個人情報騎係書類送付票に必要事項を記載の上、担当部署が直接、第三

者からの意見書、補正依頼書への回答等を受け取った場合には、情報管理グループiこ持ち

込み、情報管理グループでは、受付印を搾印後、写しを作成して保管し、原本は担当部署
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に返却する。また、担当部暑が補正依頼を行った場合には、速やかにその旨を情報管理グ

ループに連絡すること。

開示誇求書、補正・移送・開示決定等の決裁等の文書の保管は本部またはブロック本部

または年金事務所それぞれの担当部箸で行う。

法人文書ファイル名!立、開示議求等のなされた年度毎lこroo年度保有個人情報慌示請

求・決定書等jとし、保存期聞は5年(異議申立て又は取消の訴えが出た場合、その確定

後の翌年度末まで)である。

また、開示詰求受付管理簿、臭議申立て受付管理簿等の諸管理簿は年度毎に法人文書フ

ァイルに綴じ込み、個人情報開示担当部暑で保管し、保存期間は5年(必要に応じ延長)

である。

第 14 個人情報ファイル簿の作成及び公表
担当部箸i立、法第 11条に規定する偲人情報ファイルを保有しようとするとき{第 11 

条第2項及び第3項に係るものを!徐<0) I主、直ちに、情報管理グループに届け出るもの

とする。

情報管理グループにおいては、 j去の規定に基づきE本年金機構個人情報ファイル簿iこ加

え、イン告ーネット公表する。

また、公表した個人情報ファイルについて、保有をやめたとき又は当該個人情報ファイ

ルに含まれる本人数が 1000人に満たなくなった場合、担当部署l立、直ちによ記!こ準じ

て情報管理グループに腿け出るものとし、情報管理グループにおいて、日本年金機構個人

情報ファイル簿を修正するe

(注) r個人情報ファイルを保有しようとするときj とは

各年金事務所等において、表計算ソフト等の一般汎用ソフト!こより独自に個人情

報を管理する場合もこれに該当する。

このため、機構全体として保有する以外の手段により偶人情報を保有している場

合、又iま、保有しようとする場合は、速やかに情報管理グループ!こ格談し、その指

示を仰ぐこと。
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く標準様式第 1号>保有償人情報開示請求書

保有個人情報開示請求書

平成O年O月O日

日本年金機構御中

(ふりがな)

氏名

住所又は居所

T TEl i 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に筒する法律(平成 15年法律第59号)第 13条

第 1項の鏡定に基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

記

1 繍示を鵠求する保有個人情報(具体的に特定してください。)

2 求める開示の実施方法等(本榔の毘裁は任意です^) 

ア又はイlこmnを付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載して

ください。
「一一一ー
ア 事務所における開示の実施を希鐘する。

く実施の労l1<>口酪嘗 口写しの受付 口その他{

く実施の希望日〉平成 年 月 日

イ 写しの送付を希望する。

3 手数料 ( 1件 300円)
銀行振込で支払ったことを恒明する書類を添付してください。

4 本人確毘等

ア開耶請 求者 ロ本人 ロ法定代理人

イ 鵠求者転本免人確認書類
口運 許認 ロ健康保検被保険者証 口外国人登録註明書 ロ住民基本台帳カード
口その他(

※ 誇求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写しを添付してください。

ウ 本人の状況等{j;量~理みが腫ttる温金にのみ盟艶して〈だ古い盆]

(ア) 本人の状況日未成年者( 年 月 日生) 口成年被後見人

(ふりがな)

(イ) 本人の氏盆

(ウ) 本人の住所又は居所

工 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。
詰求資格確認書類 ロ戸籍謄本 ロ釜記事項E正明書 ロその他(
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く標準様式第 1号>(裏面)

(説明)

1 r氏名」、 f住所又は居所J

本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及ぴ住所又は属所によ

り開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。

また、連絡を行う擦に必婆になりますので、電話番号も記載してください。

なお、法定代理人による慌示請求の場合には、法定代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記

載してください。

2 r照示を誇求する保有億人情報」

開示を請求する保有個人情報が記録されている法人文書や鋼人情報ファイルの名称など、開示請

求する保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。

3 r求める開示の実施方法等J

開示を受ける場合の開示の実施の方法(事務所における開示の実施の方法、事務所における開示

を希望する場合の希望日又は写しの送付)について、希望がありましたら記載してください。なお、

希望する方法!こ対応できない場合があります。

顕示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出

書Jにより、JlI)途申し出ることもできます。

4 手数料の納付について

保有個人情報の開示を請求する場合には、保有偲人情報が記録されている法人文書 1件について

300円を納付する必要があります。銀行振込の方法により 300円分を納付した場合!立、保有個

人情報隠示請求書の所定の位置に証明する書類を貼って提出してください。

なお、 2の内容によって手数料の額が決まることになりますので、 2の補正により手数料の追加

納付等をお額いする場合があります。

5 本人確箆書類等

(1) 窓口来阪による開示請求の場合

窓口に来所して開示請求をする場合、本人確認のため、独立行政法人等の保有する俗人情報

の保護に繍する法律施行令第6条に規定されている運転免許証、健康保険の被保険者誌、外国

人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してく

ださい。どのような書類が本人確認書類!こ当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出

ができない場合は、開示請求窓口!こ事前に相談してください。

(2) 送付による開示請求の場合

保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、 (1)の本人

確認書類を複写機により復写したものに併せて、住民票の写し又は外関人登録原票の写しを提

出してください。

(3) 法定代理人による開示請求の場合

「本人の状況等」織は、法定代理人による開示請求の場合にのみ記載してください。必要な

記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。

法定代理人が開示請求をする場合には、法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は

(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを設院する書類(ただし、

開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
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く標準様式第 2号>保有個人情報開示請求書の補正について(依頼)

(開示請求者) 様

保有個人情報開示請求書の補正について(依頼)

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

平成年 月 日付けの保有個人情報開示誇求書(第 号、写しを問封しています。)につ

いて、下記のとおり要件に不備な部分がありますので、下記のとおり補正されるよう依頼します。

なお、下記4の期限までに補正がなされない場合には、補正の意思がないものとして扱わせて

いただきます。

言己

1 補正の対象となる事項

口手数料が納付されていないか、又は納付額が不足しています。

要紡付額: 河

口開示清求に係る保有個人情報の本人(の法定代理人)であることが確認できません。

ロ保有個人情報開示請求書の記載に、次のような不備があります。

2 補正の方法

(1)手数料が納付されていないか、又lま納付額が不足している場合

同を下記3の提出先に納付してください。

(2 )開示請求に係る保有個人情報の本人(の法定代理人)であることが確認できない場合

以下に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出してください。

保有偲人情報開示請求書に記載されている開示議求をする者の氏名及び住所又は居所と同

一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許誌、健康保険の被保験者誌、外国人登

録証明書、住民基本台帳カードその他法律又はこれに義づく命令の燦定!こより交付された書

類であって、当該照示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

なお、送付する場合は、上の書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住

民票の写し又は外恩人登録原票の写し(開示請求をする目前3013以内に作成されたものに

限る。)

法定代理人については、戸籍謄本その他その資格を鉦明する書類(開示詰求をする目前

30日以内iこ作成されたものに限る。)

(3 )記載事項に不備がある場合

同封の保有個人情報開示請求書の写しを訂正の上、 3の提出先に送付し、又は持参してく

ださい。

3 補正に必要な文書等の提出先

4 補正に必要な文書等の提出等の期限

平成年月 a
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日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話:

FAX: 

e-mail: 



く標準様式第3号>開示決定通知書

(開示請求者) 様

文書番号

平 成 年 月 日

日 本 年 金 機 構 印

保有個人情報の瞬示をする旨の決定について(通知)

平成 年 Fl 13付けで開示請求のあった保有{宙人情報については、独立行政法人等の保有す

る鐙人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第 18条第 1項の規定に基づき、下

記のとおり、開示することに決定したので通知します。

言E

1 開示する保有個人情報(全部開示 ・ 部 分 開 示 )

2 不開示とした部分とその理出

※部分開示とした決定に不服がある場合は、行政不級審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、

この決定があったことを知った自の翌日から起算して60日以内に、日本年金機構に対して異議申立てをする

ことができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して即日以内であっても、決定があった自

の翌日から起算して1年を経過Lた場合には異議申立てをするζとができなくなります。)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合i主、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定

により、この決定があったことを知った良から6か月以内に、日本年金機構を被告として、処分の取消しの訴

えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1

年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 開示する保有個人情報の利用目的

4 開示の実施の方法等{裏面(又は同封)の説明事項をお読みください。)

(1)開示の実施の方法等

(2)事務所における荷示を実施することができる百時、場所

期間・ OJ'lO日からOJ'lO日まで(土・日曜、祝祭臼を徐<0)

時間

場所.

(3)写しの送付を希望する場合の準備回数、送付に要する費用(見込み額)

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(領当者名) (内線・ ) 

電話.

FAX: 

e寸nai1: 
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く標準様式第3号 > (裏筒)

(説明)

1 r開示の実施の方法等J

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から 30日以内に、同封した

『保有個人情報開示実施申出書」により開示の実施の申出を行ってください。

開示の実施の方法は、通知書の4 (1) r開示の実施の方法等Jに記載されている方法か

ら自由に選択できます。

事務所における開示の実施を選択される場合は、通知書の4 (2) r事務所における開示

を実施することができる包時、場所j に記載されている臼持から、希望の日時を選択してく

ださい。記載された日時に都合がよいものがない場合は、 「本件連絡先j に記載した担当ま

で連絡してください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、 「保有個人情報

開示実施申出書j は隣示を受ける希望日のO日前には当方に届くように提出願います。

また、写しの送付を希望される場合は、 「保有償人情報開示実施申出書j によりその旨を

申し出てください。なお、この場合は、買IJl金、送付に要する費用負担が必要となります。

2 不開示部分に係る異蟻申立て及び取消訴訟

開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(昭和 37

年法律第 160号)第6条の規定により、この決定があったことを知った尽の翌日から起算

して 6013以内iこ、日本年金機構に対し異議申立てをすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法

律第 139号)の規定により、この決定があったことを知った臼から 6か月以内に、日本年

金機構を被告として、処分の耳目減しの訴えを提起することができます

3 開示の実施について

(1)事務所における開示の実施を選択され、その旨「保有個人情報開示実施申出書』により

申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本還知書をお持ちくだ

主主L

(2)写しの送付を希望された場合は、保有価人情報開示実施申出書に併せて、お知らせした

送付に要する費用を通知書の4 (3) r送付に要する費用」に記載されている方法で送付

してください。

4 本件連絡先

開示の実施方法等、巽議申立ての方法等についてご不明な点がありましたら、本様に記載

した担当までお問い合わせください。
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く標準様式第 4号>開示をしない旨の決定通知書

文書番号

平成年月日

(開示請求者) 様

巨木年金機構印

保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)

平成O年QFlQ日付けで開示請求のありました保有徳人情報については、独立行

政法人等の保有する傭人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第 1

8条第 2J頁の規定により、下記のとおり全部を開示しないことに決定したので通知

します。

司
H
U

量一ロ

開示請求に係る保

有億人情報の名称

等

開示をしないこと

とした理由

』の決定!こ不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して60臼以内に、日本年金機構!こ対して異議申立てをすることがで
きます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった自の翌

日から起算して 1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合l主、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規

定により、この決定があったことを知った日から 6か月以内に、日本年金機構を被告として、処分の取消し
の訴えを提起することがで音ます(なお、決定があったことを知った白から 6か月以内であっても、決定の

白から 1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

く本件連絡先>

白本年金機構0000000
(担当者名) (内線・ ) 

電話E

FAX: 

e寸naiI : 
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<標準様式第 5号>開示決定等期限延長通知書

(開示請求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

開示決定等の期限の延長について(通知)

平成 年 月 日付けで開示請求のあった保有価人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)第 19条第2項の

規定!こより、下記のとおり開示決定等の撤限を延長することとしましたので通知します。

言E

開示請求!こ係る保

有個人情報の名称

等

延長後の期娘 平成年月 日

延長の環由

37 

<本{牛連絡先>

宿本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話:

FAX: 

e寸nai1: 



く標準様式第日号>開示決定等期限特例延長通知事

(隣示請求者) 様

文書番号

平成年月隠

日本年金機構印

保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

平成年 月 日付けで開示請求のあった保有億人情報については、独立行政法人等

の保有する他人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)第 20条の規定に

より、下記のとおり開示決定の期限を延長したので通知します。

開ホ請求に係る保有個人

情報の名称、等

法第 20条の規定(開示

決定等の期限の特例)を

適用することとした理由

残りの保有偲人情報につ

いて騎示決定等をする期

娘

記

(平成O年O月OBまでl、可能な部分について開示決定等を行い、

残りの部分については、次に掲載する期限までに開示決定する予定

です。)

平成O年O月O日

38 

<本件連絡先>

白本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話・

FAX: 

e寸nai1: 



く標準様式第 7号>行政機関の長又は他の独立行政法人等への開示請求事案移送書

文書番号

平成年月日

(行政機額の長又は{也の独立行政法人等) 澱

日本年金機構印

保有価人情報の開示様求に係る事案の移送について

平成 年 月 日付けで詰求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案について、独立行政

法人の保有する個人情報の保議に関する法律(平成 15年法律第 59号)第 22条第 1環(又は

第21条第 1項)の規定により、下記のとおり移送します。

3
u
 

目晶

-E一一関

開ホ請求!こ係る保有偲

人情報の名称、等

氏名・

住所又は居所:

連絡先.

開示詰求者氏名等

/卜ト、時ν丞本本 間人による問問合人の状況 口未成年者( 年 月 日生) ロ成年被後見人

A人の氏翁

人の住所又は居所

E 凋示請求書

添付資料等
-移送前に行った行為の概要記録
E 

. 

(複数の他の行政機関の長、独立行政法人等に移送する場合には、そ

備考 の旨)

く本件連絡先>

厨本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話.

FAX: 

e寸nai1: 
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く標準様式第8号>開示誇求者への開示誇求事案移送還知寄

(開示請求者) 様

文書番号

平 成 年 月 日

医本年金機構印

保有偲人情報開示請求に係る事案の移送について(通知)

平成 年 月 日付けで請求のあった保有他人情報の開示請求に係る事案!こついては、

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第

22条第 1項(又は第 21条第 1嘆)の規定により、下記のとおり移送したので通知し

ます。

なお、保有個人情報の開示決定等l立、下記の移送先の行政機関(又は独立行政法人

等)において行われます。

~a 

開示請求に係る保有個人

情報の名称等

移送をしたE 平成年月 5 

移送の理由

(行政機関の長又は独立行政法人等)

(連絡先)

部局課室名.

移送先の行政機関の長 担当者名:

(又は独立行政法人等)

所在地・

電話番号:

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線 ) 

電話・

FAX: 

e寸nai1: 
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<標準様式第9号>第三者意見照会書(法第 23条第 1環適用)

(第三者利害関係人) 様

文書番号

平成年月臼

日本年金機構印

保有価人情報の開示諮求に関する意見について(照会)

(あなた、貴社等)に関する情報が含まれている保有個人情報について、独立行政法

人等の保有する偲人情報の{衆議に関する法律(平成 15年法律第 59号)第 13条第 1

項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について凋示決定を行う際の参考と

するため、向j去第23条第 1項の規定に基づき、ご意見を儒うこととしました。

つきましては、お手数ですが、当該保有個人情報を開示することにつき御意見がある

ときは、同封した f保有価人情報の開示に関する意見書」を提出していただきますよう

お願いします。

なお、提出搬限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取

り扱わせていただきます。

開示請求に係る保有個

人情報の名称等

開示請求の年月白 平成 年

開示請求に係る保有個

人情報に含まれている

(あなた、貴社等)に

関する情報の内容

(謀室名)

意見書の提出先

(連絡先)

意見書の提出期限 平成 年

~a 

月 毘

月 a 
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く本件連絡先>

臼本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話.

FAX: 

e-mail : 



く標準様式第 10号〉第三者開示決定等意見書

保有個人情報の開示決定等に欄する意見書

日本年金機構御中
(阜、りがな)

墨金主坐査畳

平成年月日

(法人その他の母体にあっては、その団体の代表者

名)

盆毘亙控車庫
{法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)

平成年 月 日付けで照会のあった保有価人情報の開示について、次のとおり意見

を提出します。

開示請求に係る保有偲

人情報の名称、等

口保有個人情報を開示されることについて支障がない。

口保有個人情報を爾示されることについて支障がある。

開示に関してのご意見
(1)支蜂(不利主主)がある部分

(2)支樟(不利益)の具体的理由

連 絡 先

(説明)

1 r開示に関してのご意見」

保有偶人情報を開示されることについてf支障がないJ場合、 f支障がある』場合のいずれか該当するロ

!こレ点を記入してください。

また、「支障がある」を選択された場合には、(1)支障がある部分、 (2)支障の具体的理由について記載

してください。

2 r連絡先」

本意見書の内容について、肉容の確認等をする場合がありますので、確実に連絡が取れる電話番号等

を記載してください。

3 本件逮絡先

本件の記載方法、内容等について不明な点がありましたら、次の連絡先に連絡してください。

日本年金機構0000000
(担当者名)(内線 ) 

電話

FAX: 
e-mail 
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く標準様式第 11号>第三者意見照会書(法第 23条第 2項漉用)

(第三者利害額係人) 様

文書番号

平成年，Ej 13 

B本年金機構印

保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)

(あなた、貴社等)に関する情報が含まれている保有個人情報について、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第 13条第 1

項の規定による開示請求がありました。当該保有個人情報について開示決定を行うi擦の

参考とするため、問法第 23条第2項の規定に基づき、ご意見を伺うこととしました。

つきましては、当該保有個人情報を隣示することにつき御意見があるときは、伺封し

た「保有個人情報の開示に関する意見書Jを提出していただきますようお騒いします。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取

り扱わせていただきます。

言E

開示請求に係る保有偲

人情報の名称等

開示誇求の年月日 平成 年 月

法第23条第2項第 1
適用区分口第 1号、

号又は第2号の規定の
(適用理自)

適用区分及びその理由

開示譜求に係る保有個

人情報に含まれている

(あなた、貴社等)Iこ

関する情報の内容

意見書の提出先
(諜塗名)

(連絡先)

意見書の提出期限 平成 年 月

43 

悶

ロ第2号

日

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話.

FAX: 

e寸nai1: 



<標準様式第 12号〉開示決定通知を行った旨の反対意見提出者への通知書

(反対意見書を提出した第三者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

反対意見書に係る保有個人情報の路示決定について(通知)

(あなた、貴社等)から平成年月 日付けで「保有個人情報の開示決定等に係る

意見書」の提出がありました保有個人情報については、下記のとおり開示決定しました

ので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 69

号)第 23条第3項の規定により通知します。

言E

開示請求に係る保有個

人情報の名称、等

開示することとした寝

由

開示決定をした臼 平成年月 日

開示を実施する日 平成年月 日
」

』の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、日本年金機構に対して異議申立てをすることがで
きます(なお、決定があったことを知った沼の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌
日から起算して 1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規

定により、この決定があったことを知った白から 6か月以内に、日本年金機構を被告として、処分の取消し
の訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った良から 6か月以内であっても、決定の
日から 1年を経過した場合には処分の取j闘しの訴えを提起することができなくなります。)。

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線・ ) 

電話-

FAX: 

e-mail : 
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く標準様式第 13号>隣示の実施方法等申出事

保有信人情報の爾示の実施方法等申出書

平成年月日

日本年金機構御中

(ふりがな)

氏名

{主所又l立居所

主 TEl i 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)

第 24条第3項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

記

1 保有偲人情報開示決定通知書の番号等

文書番号.

E 付:

2 求める開示の実施方法

開ホ請求に係る保有倒人
種類・最 実施の方法

情報の名称等

①全部
(1)隣覧

② 部

(2)複写したもの ①全部

の交付 ② 部

(3)その他 ①全部

②一部

3 慌示の実施を希望する臼

平成年月日午 前 ・ 午 後

4 「写しの送付Jの希望の有無 f 有 :同封する郵便切手等の額

i無 、l
l
1
1
J

F
 

く本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話:

FAX: 

e寸nai I : 
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く標準様式第 14号>訂正請求書

保有個人情報訂正請求書

平 成 年 月 日

日本年金機構御中

(ふりがな)

氏名

住所又iま居所

T L
 

昨
日

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)

第28条第n頁の規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の訂正を請求します。

司
H
U

晶

Ez--a

訂正請求に係る保有個人情報の繍
平成 年 月 日

示を受けた日

開示決定通知書の文書番号 日付・
開示決定に基づき開示を受けた保

開示決定に基づき繍示を受けた保有個人情報の名称等
有個人情報

(趣旨)

訂正請求の趣旨及び理痴
(理由)

1 開示請求者 ロ 本 人 日法定代理人

2 d青求者本人確認書類

口運転免許証 口健康保険被保験者証 口外国人登録証明書 口住民基本台帳カード

口その他(

※ 詰求書を送付して詰求する場合には、加えて伎民票の写しを添付してください。

3 本人の状況等{法室代理人が誼求主る撞合にのみ!a艶して〈ださい盆}

ア本人の状況口未成年者( 年 月 日生) ロ成年被後見人

(ふりがな)

イ 本人の氏盆

ウ 本人の住酉又は居座

4 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提出してください。

請求資絡確認書類 ロ戸籍謄本 ロ袋記事項証明書 口その他(
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<榛準様式第 14号>(裏面)

(説明)

1 r氏名J r住所又は農所」

本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は震所によ

り訂正決定通知等を行うことになりますので、正確に記入してください。

また、連絡を行う燦に必要になりますので、電話番号も記載してください。

なお、法定代理人による訂正請求の場合には、法定代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記

載してください。

2 r訂正請求に係る保有偲人情報の開示を受けた日」

3①~③lこ掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。

3 r開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」

「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報jの名称、を記載してください。なお、本法により

保有個人情報の訂正誇求ができるのは次に掲げるものです。

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(法第27条第 n頁第 1号)

② 法第22条第 H買の規定により事案が移送された場合において、行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律(平成 15年法律第58号)第21条第3項に続定する開示決定に基づき開

示を受けた保有偶人情報(法第27条第 1項第2号)

③ 開示決定に係る保有個人情報であって、法第25条第 1項の他の法令の規定により開示を受け

たもの(法第27条第 1環第3号)

4. r訂正請求の趣旨及び理由j

(1) 訂正誇求の趣旨

どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してください。

(2 ) 訂正請求の理由

訂正積求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。なお、本欄に記載しき

れない場合には、本欄を参考に見11業に記載し、本請求書に添付して提出してください。

5.訂正晴求の鍛限について

訂正誇求{立、法第27条第3項の規定lこより、保有価人情報の開示を受けた日から 90日以内に

しなければならないこととなっています。

6.本人確認書類等

(1) 窓口来所による訂正請求の場合

窓口に来所して訂正請求をする場合、本人確認のため、独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に期する法律施行令(平成 15年政令第549号)第 14条が規定する運転免許証、健

康保検の被保険者証、外国人登録証明書、住民義本台根カード等の住所・氏名が記載されてい

る書類を提示・提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場

合や、本人確認書類の提出ができない場合は、訂正請求窓口に事前に棺談してください。

(2) 送付による訂正請求の場合

保有億人情報訂正請求書を送付して保有個人情報の訂正請求をする場合には、 (1)の本人

確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写しを提

出してください。

(3) 法定代理人による訂正請求の場合

「本人の状況等J欄は、法定代寝人による訂正請求の場合に記載してください。必要な記載

事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。

法定代理人が訂正請求をする場合には、法定代理人自身!こ係る(1)に掲げる書類又は

(2 )に掲げる書類!こ併せて、戸籍謄本その他法定代1里人であることを~iE明する書類(ただし、
訂正請求の前30日以内に作成されたものに娘ります。)を提出してください。
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く標準様式第 15号>保有個人情報訂正請求書の補正について(依頼)

(訂正請求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

保有個人情報訂正請求書の補正について(依頼)

平成年 月 沼付けの保有価人情報訂正請求書(第 号、写しを荷封しています。)につ

いて、下記のとおり要件に不備な部分がありますので、下記のとおり補正されるよう依頼します。

なお、下記4の期限までに裕正がなされない場合には、補正の意思がないものとして扱わせて

いただきます。

言日

1 補正の対象となる事項

口開示請求に係る保有偲人情報の本人(の法定代理人)であることが確認できません。

ロ保有価人情報訂正請求書の記載に、次のような不備があります。

2 橋正の方法

(1)隣示請求に係る保有傍人情報の本人(の法定代理人)であることが確認できない場合

以下に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出してください。

保有個人情報僚示請求書に記載されている欄示請求をする者の氏名及び住所又は居所

と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許涯、健康保践の被保i演者自正、
外国人登録範明書、住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により

交付された書類であって、当該開示誇求をする者が本人であることを確認するに足りる

もの

なお、送付する場合は、上の書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者

の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前 30日以内に作成され

たものに限る。)

法定代理人については、戸籍謄本その他その資格をE正明する書類(開示請求をする日

前30臼以内に作成されたものに限る。)

(2)記載事項に不備がある場合

同封の保有個人情報訂正請求書の写しを訂正の上、 3の提出先に送付し、又は持参して

く

ださい。

3 裕正に必要な文書等の提出先

4 補正に必要な文書等の提出等の期限

平成年月日

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話:
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<標準様式第 16号>訂正決定通知書

文書番号

平成年月日

(訂正請求者) 様

日本年金機構印

保有価人情報の訂正をする旨の決定について(通知)

平成年 月 日付lすで訂正請求のあった保有個人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護!こ関する法律(平成 15年法律第59号)第30条第 1項の

規定により、下記のとおり訂正することと決定したので通知します。

司巳量一ロ

訂正請求に係る保

有価人情報の名称

等

訂正請求の趣旨

(訂正内容)

訂正決定をする内

容及び理由 (訂正理由)

』の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、

この決定があったことを知ったEの翌白から起算して60日以内に、日本年金機構に対して異議申

立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の袈臼から起算して60日以内で

あっても、決定があったBの袈臼から起算して 1年を綬過した場合には異議申立てをすることが
できなくなります。)。

また、この決定の取法しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139
号)の規定により、この決定があったことを知った日から 6か月以内に、日本年金機構を被告と
して、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った白から

6か月以内であっても、決定の日から 1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。)。

く本件連絡先>

日本年金機構0000000 (担当

者名) (内線)

電話-

FAX: 

e-mail : 
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<標準様式第 17号>訂正をしない旨の決定通知書

(訂正請求者) 様

文書番号

平 成 年 月 日

日本年金機構印

保有個人情報の訂正をしない旨の決定について{遜知)

平成年 月 日付けで訂正請求のあった保有傾人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に慣する法律(平成 15年法律第 59号)第 30条第2項の

規定により、訂正をしない旨の決定をしたので、下記のとおり通知します。

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等

訂正をしないことと

した理由

d:i'l 

この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、

この決定があったことを知った臼の翌日から起算して60日以内に、日本年金機構に対して異議申

立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌箆から起算して60日以内で

あっても、決定があった日の翌尽から起算して 1年を経過した場合には巽議申立てをすることが

できなくなります。)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合l立、行政事件訴訟法{紹和37年法律第139
号)の規定により、この決定があったことを知った日から 6か月以内に、思本年金機構を被告と

して、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った臼から

6か月以内であっても、決定の日から 1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。)。
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<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話:

FAX: 

e寸nai I : 



<標準様式第 18号〉訂正決定等期限延長通知書

(訂正議求者) 様

文書番号

平成年月臼

日本年金機構印

保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(遜知)

平成年 月 回付けで訂正請求のあった保有個人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第31条第2壌の

規定により、下記のとおり訂正決定等の期間を延長したので通知します。

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等

延長後の期狼 平成年月 日

延長の理由

iie 

51 

<本件連絡先>

沼本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電路:

FAX: 

e-mail : 



く標準様式第 19号>訂正決定等期限特例延長通知書

文書番号

平 成 年 月 日

(訂正請求者) 様

日本年金機構印

保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の遮用について(通知)

平成年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、独立行政法人等

の保有する錨人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)第 32条の規定に

より、下記のとおり訂正決定等の期線を延長したので通知します。

吋

H
M

告
一
関

訂正請求に係る保有個

人情報の名称等

法第32条の規定 m
正決定等の期限の特

伊11)を適用する理由

訂正決定等をする期限 平成 年 月 日

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線・ ) 

電 話 :

FAX: 

eィnai I : 
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く標準練式第 20号>行政機関の長又は他の独立行政法人等への訂正誇求事業移送書

文書番号

平成年月日

(行政機関の長又は独立行政法人等) 殿

日本年金機構印

保有個人情報訂正請求に係る事業の移送について

平成年 月 日付けで訂正請求のあった保有価人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 59号)第33条第 1項

(又は第 34条第 1項)の規定により、下記のとおり移送します。

『

H
U

M--E一一回

訂正請求に係る保有錨

人情報の名称等

氏名.

住所又i立居所:

連絡先:

訂正請求者名等

/ilLZ臨本t E 時人による蜘闘の脂人の状況口朱成年者( 年 月 日生) ロ成年被後昆人

A人の氏盆

杢入の伎所又は居所

-訂正議求書

添付資料等
-移送前に行った行為の概要記録
. 

(複数の行政機衡の長、他の独立行政法人等に移送する場合には、その

備考 旨)

」

く本件連絡先>

毘本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話:

FAX: 

e-mail : 
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く標準線式第 21号>訂正請求者への訂正請求事案移送還知書

(訂正請求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(遥知)

平成年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第 33条 1項(又

は第 34条第 1項)の規定により、下記のとおり事案を移送したので通知します。

なお、保有価人情報の訂正決定等は、下記の移送先の独立行政法人0000(又は行

政機関)において行われます。

言E

訂正請求に係る保有価

人情報の名称等

移送をした日 平成年月 日

移送の理由

(行政機関の長又lま独立行政法人等)

(連絡先)

移送先の行政機関の長
部局E皇室名:

担当者名:
(又は独立行政法人

等)
所在地.

電話番号.

備考

<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線 ) 

電 話 :

FAX: 

e-mai 1: 
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く標準様式第 22号>保有個人情報提供先への訂正決定通知書

文書番号

平 成 年 月 日

(保有傭人情報の提供先) 澱

日本年金機構印

提供をしている保有傾人情報のHIEをする旨の決定について(通知)

(他の行政機関の長)Iこ提供している下記の保有偲人情報については、訂正すること

と決定したので、独立行政法人等の保有する偲人情報の保護に関する法律(平成 15年

法律第 59号)第35条の規定により通知します。

句
"
】

昔一一ロ

訂正鯖求に係る保

有億人情報の名称

等

訂正請求者の氏名 (氏名、住所等)

等保有個人情報の

特定するための情

報

訂正請求の趣旨

訂正決定をする内 (訂正内容)

容及び理由

(訂正理由)

<本件連絡先>

岡本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電 話 -

FAX: 

eィnaiI : 
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く標準様式第 23号>利用停止誇求書

保有個人情報利用停止請求書

日本年金機構御中

(品、切がな)

氏名

住所又は居所

主 TEL 

平成年月

日

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に期する法律(平成 15年法律第59号)

第37条第 1項の続定に基づき、下認のとおり保有傾人情報の利用停止を請求します。

記

利用停止誇求に係る保有個人情報の
平 成年月

開示を受けた日
日

慌示決定!こ基づき開示を受Iすた保有
隣市決定通知書の文書番号: 、日付 :0年OJWI3

個人情報の名称等
隠示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(趣旨)

口第 1号該当 → 口利用の停止、口消去

請求!こ係る趣旨及び理由 口第2号該当 → 提供の停止

(理由)

1 開示鵠求者 日本人 口法定代理人

2 諒求者本人確認書類

口運転免許認 ロ健康保険被保険者誕 口外国人登録疑明書 口住民基本台帳カード

口その 他(

※ 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写しを添付してください。

3 本人の状況等(法定代理人が償求Iる撞舎にのみ担盤してください..J

ア本人の状況口未成年者( 年 月 日生) ロ成年被後晃人

{ふりがな}

イ本人の氏名

ウ本人の住所又は居所

4 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提出してください。

請求資格確認書類 ロ戸籍謄本 口登記事項証明書 口その他(
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く標準様式第 23号>(裏面)

(説明)

1 r氏名J、 『住所又は農所」

本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所によ

り利用停止決定通知等を行うことになりますので、正確に記入してください。

また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。

なお、法定代理人による開示請求の場合には、法定代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記

載してください。

2 r利用停止購求に係る保有億人情報の凋示を受けた臼j

3①~③Iこ掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。

3 r開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報』

f開示決定に基づき照示を受けた保有個人情報Jの名称等を記載してください。なお、本法によ

り保有個人情報の利用停止訂正誇求ができるのは次に掲げるものです。

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(法第27条第 1項第1号)

② 法第22条第 1項の規定により事案が移送された場合において、行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律(平成 15年法律第58号)第21 条第 3~真に規定する開示決定に基づき開
示を受けた保有個人情報(法第27条第1項第2号)

③ 開示決定に係る保有個人情報であって、法第 25条第 1項の他の法令の規定により開示を受け

たもの(法第27条第 1項第3号)。

4 r利用停止措求の趣旨及び理由j

(1)利用停止請求の趣旨

「利用停止誇求の趣旨Jは、 「第 1号該当」、 「第2号該当』のいずれか該当する口にレ点を

記入してください。

ア 『第1号該当」には、第3条第2壌の規定(個人情報の保有制限)に違反して保有されてい

るとき、第5条の規定(適正取得)に違反して取得されたものであるとき又は第9条第 1項

及び第2項の規定(目的外利用制限)に違反して型血主主主ど金と考えるときに、臼にレ点

を記入してください。また、 「利用の停止J又は「消去』のいずれか!こレ点を記入してくだ

さい。

イ F第2号該当Jには、第9条第 1項及び第2項の規定(目的外提供制限)に違反して{也の行

敵機関等に援盈主主主主金と考えるときに、口にレ点を記入してください。

(2)利用停止請求の寝由

f利用停止請求の理由Jは、訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かっ簡潔に記載してくださ

い。なお、本欄!こ記載しきれない場合には、本欄を参考に別葉に記載し、本請求書に添付して提

出してください。

5.利用停止摘求の期限について

利用停止請求は、法第36条第3項の規定により、保有個人情報の開示を受けた日から 90日以

内にしなければならないこととなっています。

6.本人確認書類等

(1)窓口来所による利用停止誇求の場合

窓口に来所して利用停止請求をする場合、本人確認のため、独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律施行令(平成 15年政令第549号)第 14条に規定する運転免許証、健

康保険の被保険者程、外国人登録~iE明書、住民基本台根カード等の住所・氏名が記載されている
書類を提示・提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、

本人確認書類の提出ができない場合は、利用停止請求窓口に事前に梅談してください。

(2)送付による利用停止請求の場合

保有個人情報利用停止請求書を送付して保有個人情報の利用停止請求をする場合には、 (1) 

の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外題人登録原票の写し

を提出してください。

(3)法定代理人による利用停止請求の場合

「本人の状況等J欄は、法定代E里人による利用停止請求の場合に記載してください。必要な記

載事項!立、保有錨人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。

法定代理人が利用停止請求をする場合には、法定代理人自身に係る(1)Iこ掲げる書類又は

(2 )に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを程明する書類(ただし、

利用停止誇求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
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く標準様式第 24号>保有個人情報利用停止請求書の補正について(依頼)

(利用停止請求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

保有個人情報利用停止請求書の補正について(依頼)

平成年月 日付lすの保有価人情報利用停止請求書(第 号、写しを同封しています。)

について、下記のとおり要件に不備な部分がありますので、下記のとおり繍疋されるよう依頼し

ます。

なお、下記4の期限までに補正がなされない場合には、檎正の意思がないものとして扱わせて

いただきます。

iie 

1 裕正の対象となる事項

口開示請求に係る保有徳人情報の本人{の法定代寝入)であることが確認できません。

口保有個人情報利用停止誇求書の記載に、次のような不備があります。

2 補正の方法

(1)開示請求!こ係る保有価人情報の本人(の法定代理人)であることが確認できない場合

以下に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出してください。

保有個人情報開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と岡

ーの氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保i倹者証、外国人登

録証明書、住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定jこより交付された書

類であって、当核開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

なお、送付する場合は、上の書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住

民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする白書官30旬以内に作成されたものに

娘る。)

法定代理人については、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示議求をする日前

3013以肉に作成されたものに限る。)

(2 )記載事項に不備がある場合

同封の保有鎚人情報利用停止請求書の写しを訂正の上、 3の提出先に送付し、又は持参し

てください。

3 補正に必要な文書等の提出先

4 補正に必要な文書等の提出等の期限

平成年 月日

く本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話:
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FAX: 

e-mail: 



<標準繰式第 25号>利用停止決定通知書

(利用停止誇求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

保有偲人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)

平成年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、独立行政法

人等の保有する他人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第39条第 1

項の規定により、下記のとおり、利用停止することに決定したので通知します。

記

利用停止誇求に係る保

有個人情報の名称等

利用停止詰求の趣旨

(利用停止決定の内容)

利用停止決定をする内
(利用停止の理由)

容及び理由

』の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、

この決定があったことを知ったaの翌羽から起算して6013以内!こ、日本年金機構に対して異議申

立てをすることができます(なお、決定があったことを知った自の翌日から起算して60日以内で

あっても、決定があった日の翌毘から起算して 1年を経過した場合には異議申立てをすることが

できなくなります。)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139
号)の規定により、この決定があったことを知った日から 6か月以内に、日本年金機構を被告と

して、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った臼から

6か月以内であっても、決定の日から 1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。)。
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<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電話.

FAX: 

e-mail : 



く標準棟式第 26号>利用停止をしない旨の決定通知書

(利用停止請求者) 殿

文書番号

平 成 年 月 日

日本年金機構印

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)

平成年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第39条第2

1買の規定により、利用停止をしないことに決定をしたので、下記のとおり通知します。

利用停止請求に係る

保有個人情報の名称

等

利用停止をしないこ

ととした理由

言5

』の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、

この決定があったことを知った日の翌尽から起算して60B以内!こ、 B本年金機構に対して異議申

立てをすることができます(なお、決定があったことを知った自の翌白から起算して60回以内で

あっても、決定があった日の翌日から起算して 1年を経過した場合lこは異議申立てをすることが

できなくなります。)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(間平日37年法律第139
号)の続定により、この決定があったことを知った沼から 6か月以内に、日本年金機構を被告と

して、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から

6か月以内であっても、決定の尽から 1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。)。
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く本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電 話 :

FAX: 

e叩 ai1: 



く標準様式第 27号>利用停止決定等期限延長選知書

(利用停止請求者) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構印

保有価人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)

平成年 月 日付けで幸IJ用停止請求のあった保有価人情報については、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第40条第2

項の規定により、下記のとおり利用停止決定等の期限を延期したので通知します。

利用停止請求のあっ

た保有個人情報の名

称等

延長後の期限 平成年Fl B 

延長の理由

言E
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く本件連絡先>

B本年金機構0000000
(担当者名) (内線

電話:

FAX: 

e寸naiI : 



<標準械式第 28号>利用停止決定等期限特例延長通知書

(利用停止請求者) 様

文書番号

平成年月日

田本年金機構印

保有偶人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(遜知)

平成年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)第41条

の鏡定により、下記のとおり利用停止決定等の期限を延期したので通知します。

利用停止請求iこ係る保有

偲人情報の名称等

法第41条の規定(利用

停止決定等の期限の特

伊iJ)を適用する理由

利用停止決定等をする期
平成年月

限

言E

日
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<本件連絡先>

日本年金機構0000000
(担当者名) (内線)

電 話 :

FAX: 

eィnai I : 



<標準様式第 29号>諮問書(開示決定等)

諮 問 書

文書番号

平成年月日

情報公開・偲人情報保護審査会御中

日本年金機構印

独立行政法人等の保有する伺人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)

第 18条の規定に基づく開示決定等について、次のとおり、異議申立てがあったので、

同法第 42条の規定により諮筒します。

1 異議申立てに係る保有

個人情報の名称、等

2 異議申立てに係る開示 (1) 開示決定等の日付、記号番号

決定等

(2 ) 開示決定等をした者

(開示決定等の種類)

日開示決定 (3 ) 開示決定等の概要

口一部開示決定

(自主当不開示条項)

ロ不隠示決定

(該当不開示条項)

3 呉議申立て (1) 異議申立日

(2 ) 異議申立人

(3 ) 異議申立ての趣旨

4 諮問の理由

5 参加人等

6 添付書類等 ①保有個人情報開ホ請求書(写し)

②保有個人情報の開示をする旨の決定について(遜知) (写

し)又は保有個人情報の開示をしないこととした旨の決定につ

いて(通知) (写し)

③臭議申立書(写し)

④ 理由説明書

⑤凋示の実施を行った保有個人情報

⑥ その他参考資料

7 諮問庁担当課、担当者

名

電話、住所等
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<標準線式第 30号〉諮問書(訂正決定等)

諮 陪書

文書番号

平 成 年 月 日

情報公開冒個人情報保護審査会御中

日本年金機構印

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)

第 30条の規定に基づく訂正決定等について、見IJ紙のとおり、異議申立てがあったので、

同法第42条の規定により諮問します。

1 異議申立てに係る保有

他人情報の名称等

2 異議申立てに係る訂正 (1) 訂正決定等の臼付、記号番号

決定等

(2 ) 訂疋決定等をした者

(訂正決定等の種類)

ロ訂正決定 (3 ) 訂正決定等の概要

ロ不訂正決定

3 異議申立て (1) 異議申立呂

(2 ) 巽議申立人

(3 ) 異議申立ての趣旨

4 諮問の理由

5 参加人等

6 添付書類等 ①保有個人情報訂正請求書(写し)

② 保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知) (写

し)又は保有個人情報の訂正をしないこととした旨の決定につ

いて(通知) (写し)

③異議申立書(写し)

④ E里自説明書

⑤ その他参考資料

7 諮問庁担当課、担当者

名、電話、住所等
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く標準様式第 31号>諮陪審(利用停止決定等)

諮問書

文書番号

平成年月日

情報公開・個人情報保護審査会 御中

日本年金機構印

独立行政法人等の保有する偲人情報の保護に際する法律(平成 15年法律第59号)

第 39条の規定に基づく利用停止決定等について、次のとおり、異議申立てがあ4ったの

で、同法第42条の規定により諮問します。

1 異議申立てに係る保有

個人情報の名称等

2 奥議申立てに係る利用 (1) 利用停止決定等の日付、記号番号

停止決定等

(2 ) 利用停止決定等をした者

(利用停止決定等の種類)

口利用停止決定 (3 ) 利用停止決定等の概要

ロ不利用停止決定

3 異議申立て (1) 異議申立日

(2 ) 異議申立人

(3 ) 異議申立ての趣旨

4 諮慣の理由

5 参加入等

6 添付書類等 ① 保有個人情報利用停止請求書(写し)

② 保有{宙人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)

(写し)又は保有個人情報の利用停止をしないこととした旨の

決定について(通知) (写し)

③異蟻申立書(写し)

④理由説明書

⑤ その他参考資料

7 諮問庁担当課、担当者

名、電話、住所等
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<標準検式第 32号>諮問をした旨の通知書(異議申立人等)

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)

(異議申立人等) 様

文書番号

平成年月日

日本年金機構 ~n 

平成年 月 日付けの日本年金機構に対する異議申立てについて、下記のとおり情

報公開 E 個人情報保護審査会に諮問したので、独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律(平成 15年法律第59号)第43条の規定!こより通知します。

言E

異議申立てに係る保有

個人情報の名称、等

(1)異議申立臼

異議申立て

(2)異議申立ての趣旨

諮問田町諮問番号 平成年月 B.平諮問
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号

<本件連絡先>

白本年金機構

本部総務部広報文書課

(担当者名) (内線)

電話-

FAX目

e-mail : 



(資料1)

第1 目的

厚生労働省の保有する個人情報の開示、訂正及び

利用停止請求に対する凋示決定等に係る審査基準

この審査基準は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年

法律第58号。以下 f法j という。)第 18条第1項及び第2項、第30条第 1項及

び第2項並びに第39条第1項及び第2項の決定に関し、決定権者(厚生労働大臣

及び法第46条の規定に基づき当該決定に係る権娠を委任された者をいう。以下同

じ。)が当該決定をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定めることに

より、法の適正かっ円滑な施行を図ることを目的とする。

第2 保存個人情報

この審査基準において「保有個人情報j とは、法第2条第3項に規定する保有個

人情報をいい、保有個人情報に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考

え方は、別添1のとおりである。

第3 開示決定等に係る審査基準

1 開示の原則j

決定権者は、開示請求(法第 13条第1項に規定する開示誇求をいう。以下同

じ。)があったときは、 2から 6までに定める場合、及び事案を{也の行政機関の長

又は独立行政法人等に移送する場合を除き、当該開示誇求をした者(以下 f開示

請求者j という。)に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨

の決定(以下「開示決定j という。)をするものとする。

2 不開示情報が記録されている場合

決定権者は、顕示請求に係る保有個人情報に法第 14条に規定する不開示情報

(以下「不開示情報Jという。)が記録されている場合にあっては、 7による場合

を除き、当該保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(以下 f不開示決定Jとい

う。)をするものとする。

開示誇求に係る保有個人情報が不開示情報に該当するかどうかを判断するに際

しての基本的な考え方は、別添2のとおりである。



3 保有個人情報を保有していない場合

( 1 ) 厚生労働省において関示請求に係る飼人情報を保有していない場合は、決定

権者又はその事務を補助する職員は、 9の場合を徐き、可能である場合には、

当該僚示請求を行おうとする者に対して、当該開示請求に係る開示誇求書を受

理する前に、この旨を説明し、その者が同意した場合は、当該開示請求書を開

示請求手数料とともに返戻するものとする。当該開示請求に係る開示請求書を

受理した場合は、決定権者l土、不開示決定をするものとする。この場合におい

て、決定権者は、 9の場合を除き、法第 18条の書面に、当該保有個人情報を

保有していない旨を記載するものとする。

(2) 保有個人情報(行政機関の保有する情報の公僚に関する法律(平成 11年法

律第42号。以下 f情報公開法j という。)第5条に規定する不掬示情報を専

ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他

の整理が行われていないもので、同ーの利用目的に係るものが著しく大量にあ

るためその中から特定の保有偲人情報を検索することが著しく図難であるも

のは、法第4章(第4節を徐く。)の規定の適用については、行政機関に保有

されていないものとみなし(法第45条第2項)、(1 )と同様に取り扱うもの

とする。

4 開示請求の対象が保有個人情報に該当しない場合

開示請求の対象が法第45条第 1項に該当する場合又は刑事訴訟法(昭和 23

年法律第 131号)第53条の 2に規定する訴訟に関する書類及び押収物その他

の法が適用されないものである場合においては、決定権者又はその事務を補助す

る磯員は、 3の場合に準じて、開示請求書の返戻又は不開示決定をするものとす

る。開示請求の対象となるものが法第2条第3項に規定する保有伺人情報に該当

しない場合においても、同様とする。

5 開示請求書の記載事項に形式上の不備がある場合

開示請求書の記載事項に形式上の不備がある場合若しくは同条第2項に規定す

る開示請求に係る保有個人情報の本人(未成年又は成年被後見人にあっては、本

人の法定代理人)であることを示す書類に不備がある場合又は開示請求手数料が

納付されていない場合等であって、決定権者が同条第3項にJ毒づき補正を求めた

にもかかわらず、なお当該開示請求書に形式上の不備がある場合にあっては、決

定権者は、不開示決定をするものとする。この場合において、記載事項等に関す

る判断に探しての考え方は、)JIJ添 3のとおりである。



6 他の法令による開示の実施との調整

開示請求に係る保有個人情報に関し、他の法令の規定により法第24条第1項

本文に規定する方法と同ーの方法で開示することとされている場合(法第25条

第2項の規定による場合を含む。)には、決定権者は、当該保有個人情報を当該他

の法令に基づき僚示するものとし、法に基づく開示は行わないものとする。

7 部分開示

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合に

おいて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して徐くことができるときは、

開示誇求者に対し、当該部分を除いた部分につき際示するものとする。この場合

において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分できるかどうかを判断

するに際しての基本的な考え方は、別添4のとおりである。

開示請求に係る保有個人情報に法第 14条第2号の情報(開示請求者以外の特

定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当

該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の偲人を識別する

ことができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しでも、開示請求

者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分

を徐いた部分は、同号の不開示情報に含まれないものとみなして、前段と同様の

取り扱いとする。

8 裁量的開示

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合で

あっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示するものとする。

9 保有個人情報の存否に関する情報

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、決定権者は、当該保有偲

人情報の存在子を明らかにしないで、不開示決定をするもの左する。この場合にお

いて、どのような場合がこの場合に該当するかについての判断をするに際しての

基本的な考え方は、君IJ添5のとおりである。

第4 訂正決定等に係る審査基準

1 訂正請求の対象

訂正請求(法第 28条第1項に士量定する訂正請求をいう。以下同じ。)の対象は、



「事実」とし、評価・判断には及ばないものとする。

ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に該当する。

2 言TIE誇求に対するま昔震

決定権者は、保有個人情報の訂正(迫力目又は削除を含む。)誇求があったときは、

次に定める場合、及び事案を{也の行政機関の長又は独立行政法人等に移送する場

合を除き、当該訂正請求をした者(以下「訂正請求者j という。)に対し、当該訂

正請求に係る保有個人情報を訂正(一部の訂正する場合も含む。)する旨の決定(以

下「訂正決定Jという。)をするものとする。

訂正決定等を行う場合の基本的な考え方は、 JJIJ添6のとおりである。

(1) 訂正請求に環出があると認められない場合

(2 ) 訂正することが、当該保有個人情報の利用目的の範限を超える場合

(3) 訂正誇求に係る保有個人情報が法第 27条第 1項各号のいずれかに該当し

ない場合

(4) 訂正誇求が保有個人情報の開示を受けた日から 901'lを経過した後になさ

れた場合

( 5) 訂正誇求書の記載事項に形式上の不備がある場合

( 6 )他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められている

場合

第5 利用停止決定等に係る審査基準

1 'fiJ用停止請求に対する措置

決定権者は、保有価人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停

止jという。)請求(法第 37条第1項に規定する利用停止請求をいう。以下同じ0)

があった場合に、次に定める場合を除き、当該利用停止誇求をした者(以下 f利

用停止誇求者j という。)に対し、利用停止(一部を利用停止する場合を含む。)

をする旨の決定(以下「利用停止決定j という。)をするものとする。

利用停止決定等を行う場合の基本的な考え方は、別添7のとおりである。

(1)利用停止請求に理由があると認められない場合

(2 )利用停止誇求に係る保有個人情報が法第27条第1項各号に該当しない場合

(3 )利用停止誇求が保有個人情報の開示を受けた日から 90日を経過した後にな

された場合

(4) 利用停止請求書の記載事項に形式上の不備がある場合

(5 )利用停止をすることにより、当該保有国有情報の利用目的に係る事務の性質

上、当該事務の適正な遂行に著しい支俸を及ぼすおそれがあると認められる場



合

(6 )他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められている場
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別添7 利用停止決定等に隠する判断基準(法第39条等関係)



(yJIJ添1)

保有個人情報に関する判断基準(法第2条第3項関係)

第1 偲人情報(法第2条第2項)

1 個人情報の定義

f個人情報jとは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月 Bその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。)をいう(法第2条第2項)。

2 r個人情報j についての考え方

(1) r偶人に関する情報j

「個人に関する情報Jとは、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、

個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する

情報t組織体の構成員としての個人の活動に演する情報も含まれる。

(2) r当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

すことができるものj

「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付され

た番号その他の符号等をいう。映像や音声も、それによって特定の個人を識別

することができる限りにおいて「その他の記述等j に含まれる。

「特定の個人を識別することができるj とは、当該情報の本人である特定の

個人が誰であるかを識別するこ左ができることをいう。

(3) r他の情報と照合することができ、それにより特定の偲人を識別することがで

きることとなるものを含むj

法の対象とする個人情報は、当該情報そのものから本人が識別されるもので

あることが原別である。しかしながら、当該情報のみでは特定の個人を識別で

きない場合であっても、他の情報と照合することにより特定の個人を識別する

ことができる場合は対象とすることが適当である。

熊合の対象となる r~也の情報J には、その保有者が他の機関である場合も含

まれ、また、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど

一般人が通常入手し得る情報が含まれる。特別の調資をすれば入手し得るかも

しれないような情報については、通例は「他の情報j には含めて考える必要は

ないものと考えられる。しかし、事案によっては、個人の権利利益を保護する

観点からは、個人情報の取扱いに当たって、より慎重な判断が求められる場合



がある。決定権者は、当該個人を識別するために実施可能と考えられる手段に

ついて、その手段を実施するものと考えられる人物が誰であるか等をも視野に

入れつつ、合理的な範囲で考慮することが適当である。

なお、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法

律(昭和 63年法律第95号)では f法人その他の団体に関して記録された情

報に含まれる当該法人その他の団体の役員に演する情報j を個人情報の定義か

ら除外しているが、法では徐外していない。これは、個人情報の保護に関する

法律(平成 15年法律第 57号)における個人情報の定義(第2条第 1項)で

も除外されていないため、これと整合を取り、保護の範囲を拡大したものであ

る。

第2 保有個人情報(法第2条第3項)

1 保有個人情報の定義

「保有偲人情報j とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であ

って、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有してい

るものをいう(法第2条第3項本文)。

ただし、行政文書(情報公開法第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)

に記録されているものに限る(法第2条第3項ただし書)。

2 r保有個人情報」についての考え方

法では、行政機関における個人情報の取扱いに関する規律及び本人からの開示、訂

正、利用停止の請求の対象を f保有個人情報j としている。保有個人情報の要件は、

基本的に情報公開法における行政文書の定義と整合性が取れるようにしている。

( 1) r行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関

の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものj

「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得したj とは、行政機関の職員が当該

職員に割り当てられた仕事を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し、

又は取得したことをいう。

f組織的に利用するj とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものでは

なく、組織の業務上必要な情報として利用されるこ左をいう。

f行政機関が保有しているJとは、情報公開法における行政文書の保有の概念と

同様である。すなわち、当該個人情報について事実上支配している(当該飼人情報

の利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している)状態をいう。

したがって、例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫等で保管し、又は倉庫

業者等をして保管させている場合は含まれるが、民閑事業者が管理するデータベー



スを利用する場合は含まれない。

(2) r行政文書に記録されているものに限る。j

個人情報には、紙等の媒体に記録されたものと、そうでないもの(口頭によるも

の等)があるが、法の規律を安定的に運用するためには、個人情報が記録されてい

る媒体がある程度固定されている必要があり、文書、額面、電磁的記録等何らかの

媒体に記録されていることを前提とした。その上で、情報公開法との整合性を確保

する観点から、行政文書に記録されているものに限ることとした(行政文書の定義

については、 f厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る

審査基準J(平成 13年 3月 19 s厚生労働省発第 20号)の別添1と同様に取り扱

うものとする。)。したがって、職員が単に記憶しているにすぎない個人情報は、保

有偶人情報に該当しない。また、情報公開法は、官報、白書、新聞、雑誌、書籍そ

の他不特定多数の者に叛売することを目的として発行されるもの等を行政文書の定

義から徐いているが、これらに記録されている個人情報も、保有他人情報に該当し

ないことになる。



(}JIJ添2)

不開示情報に関する判断基準(法第 14条関係)

第1 個人に関する情報(法第 14条第 1号及び第2号)

1 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報{第1号)

法の僚示請求権制度は、本人に対して当該本人に関する保存個人情報を開示するもの

であり、通例は本人の権利利裁を害するおそれはないものと考えられる。しかし、開示

が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合には不開示

とすることができるようにしておく必要がある。

例えば、カルテの開示の場合、インフォームドコンセントの考え方から椋当程度の病

状等を僚示することが考えられる場合がある一方で、患者の精神状媛、病状の進行状態

等から、開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合もあり得る。また、児童

虐待の場合のように、虐待の告発等の児童本人に関する情報を親が法定代理人として開

示請求する場合も想定される。このような場合において、本人に関する保有個人情報で

あることを理由として一律に行政機関の長に際示義務を課すことは合理性会欠くこと

となる。

本号が適用される局商は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合

であり、その運用に当たっては、具体的ケ}スに即して慎重に判断する必要がある。

2 慌示請求者以外の個人に関する情報(第2号本文)

開示請求に係る個人情報の中に、本人以外の第三者(個人)の情報が含まれている場

合があるが、第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の権利利益が

損なわれるおそれがあることから、第三者に関する情報は不開示情報としている。

なお、 f個人に関する情報j は、 f個人情報j とは呉なるものであり、生存する個人に

関する情報のほか、死亡した個人に自書する情報も含まれる。

(1) r (事業を営む個人の当該事業に衡する情報を除く。)J

「事業を営む個人の当該事業に関する情報Jは、俗人に演する情報に含まれるが、

当該事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と何様の要件により不開示情

報該当伎を判断することが適当であることから、本号の偲人に関する情報から除外し

たものである。

(2) r当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)J

「当該情報に含まれる氏名、主主年月 Rその他の記述等により開示請求者以外の特定



の個人を識別することができるものj については、別添 1の第 1の2 (2)と同様に

取り扱うものとする。

また、 f他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。Jについては、別添1の第1の2 (3) と同様に取

り扱うものとする。

(3) r開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、

なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものj

行政機関の保有する個人に関する情報の中には、匿名の作文や、無記名の個人の著

作物のように、個人の人格と密接に関連したり、開示すれば財産権その他の偲入の正

当な利益を害するおそれがあると認められるものがあることから、特定の個人を識別

できない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

がある場合について、補充的に不開示情報として規定している。

3 r法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報J(第2号イ)

開示請求者以外の個人に関する情報であっても、あえて不開示情報として保護する必

要性に乏しいものについては、ただし書により、本号の不開示情報から除くこととした

ものである。

(1) r法令の規定により開示請求者が知ることができる情報j

「法令の規定j には、何人に対しでも等しく当該情報を開示すること又は公にするこ

とを定めている規定のほか、特定の範囲の者に限り当該情報を開示することを定めて

いる規定が含まれる。

(2) r償行として開示請求者が知ることができる情報J

慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として知るこ

とができ、又は知ることが予定されていることで足りる。

当該保有個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例があったと

しても、それが偲別的な事例にとどまる限り f慣行としてj には当たらない。また、

情報公開法第5条第 1号イの f慣行として公にされjている情報は、慣行として潟示

請求者が知ることができる情報に含まれる。

f慣行として開示請求者が知ることができる情報j に該当するものとしては、開示

請求者の家族構成に関する情報(妻子の名前や年鈴、職業等)等が考えられる。

(3) r知ることが予定されている情報j

実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されている場合であ

る。「予定j とは将来知らされることが具体的に決定されていることは聖書しないが、当

該情報の性質、利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられることをい

フ。



例えば、複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者に通知する

ことが予定されている場合において、開示請求の時点においては、未だ調査結果の分

析中であったため通知されていなかった場合が怒定される。

4 r人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報J(第2号ロ)

不開示情報該当伎の判断に当たっては、当該情報を不開示にすることの利益と開示す

ることの利益との調和を図ることが重要であり、開示請求者以外の個人に関する情報に

ついて、不開示にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利利益よりも、

開示請求者を含む人の生命、健康等の利援を保護することの必要性が上回るときには、

当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等

に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性の高い場合も含ま

れる。

この比較衡量l乙当たっては、個人の権利利援にも様々なものがあり、また、人の生命、

健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別

の事案に応じた慎重な検討が必要である。

5 公務員等の職及び職務の遂行に関する情報{第2号ハ)

公務員等の職及び職務の遂行に関する情報は、情報公開法第5条第 1号ハにおいて、

不開示情報から徐外されており、法においても、同様に、不開示情報から除外すること

としたものである。

(1) r当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときj

「職務の遂行に係る情報j とは、公務員等が行政機潟その他の留の機関、独立行政

法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として、その担任する職務を遂行す

る場合における当該活動についての情報を意味する。例えば、苦情相官談に対する担当

職員の応対内容に関する情報などがこれに含まれる。

(2) r当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分j

公務員等の職及び職務の遂行に関する情報には、当該公務員等の氏名、職名及び職

務遂行の内容によって構成されるものが少なくない。このうち、その職名と職務遂行

の内容について、情報公開法では、政府の諸活動を説明する責務が全うされるように

する鏡点から不開示としないこととされているが、法においても、同様に不開示とは

しないこと左している。

(3 )公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名について

公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、開示し

た場合、公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合

と同様に偲人情報として保護に値すると位置付けた上で、本号イに該当する場合には



例外的に開示することとなる。

人事異動の宮報への掲載その他行政機関等により職名と氏名を公表する慣行がある

場合や、行政機関等により作成され、又は行政機関等が公にする意思をもって(ある

いは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され、現に一般に販売されて

いる職員録に職と氏名が掲載されている場合には、 f慣行として僚示請求者が知ること

ができ、又は知ることが予定されている」場合に該当する。

第2 法人等に演する情報(法第 14条第3号)

1 法人その他の団体に関する情報又は開示誇求者以外の事業を営む個人の当該事業に

関する情報J(第3号本文)

(1) r法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。)に関する情報」

ア f法人その他の団体(菌、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

を除く。)Jには、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗

教法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や法人ではないが権利能力なき

社団等も含まれる。

一方、園、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、そ

の公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきである

ので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は、第7号において規定

している。

イ 「法人その他の団体に関する情報jは、法人等の組織や事業に関する情報のほか、

法人等の権利利益に関する情報等法人等と関連伎を有する情報を指す。

なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、構

成員各偶人に関する情報でもある。

(2) r開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報j

f事業を営む個人の当該事業に関する情報jは、事業に関する情報であるので、(1)

に掲げた法人等に関する情報左同様の要件により、事業を営む上での正当な利益等に

ついて不開示情報該当性を判断するこ左が適当であることから、本号で規定している。

2 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報J(第3号ただし書)

本号のただし書は、第2号ロと同様に、当該情報を不開示にすることによって保護さ

れる法人等又は事業を営む個人の権利利益と、これを僚示することにより保護される人

の生命、健康等の利益とを比較衡量し、後者の利益を保護することの必要性が上回ると

きには、当該情報を開示しなければならないとするものである。



現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害され

る蓋然性が高い場合も含まれる。なお、法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生

命、健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても、現実に人の生命、

健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得る。

3 r当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるものJ(第3号イ)

(1) r権利、競争上の地位その他正当な利益j

f権利j には、信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法的保護

に値する権利一切を含む。

f競争上の地位Jとは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位

を指す。

fその他正当な利益j には、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の運営上

の地位を広く含む。

(2) r害するおそれj

f害するおそれj があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個人

には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあるので、法人

等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、当該法人等又は事業

を営む個人の権利の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む{個人と行政との関係等

を十分考慮して適切に判断するものとする。

なお、この『おそれj の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的

保護に値する蓋然性が求められる。

4 任意に提供された情報(第3号ロ)

法人等又は事業を営む個人から開示しないとの条件の下に任意に提供された情報につ

いては、当該条件が合理的なものと認められる限り、不開示情報として保護しようとす

るものであり、情報提供者の信頼と期待を基本的に保護しようとするものである。なお、

行政機関の情報収集能力の保護は、別途、第7号等の不開示情報の規定によって判断さ

れることとなる。

(1) r行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報j

行政機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供された情報は含ま

れない。ただし、行政機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供申

出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個人の側から開示

しないとの条件が提示され、行政機関が合理的理由があるとしてこれを受諾した上で

提供を受けた場合には、含まれる。

f行政機関の要請j には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まないが、行政機



関の長が報告徴収権限を有する場合でも、当該権限を行使することなく、任意に提出

を求めた場合は含まれる。

「開示しないj とは、法や情報公開法に基づく開示請求に対して開示しないことは

もちろんであるが、第三者に対して当該情報を提供しないという意味である。また、

特定の行政目的以外の目的には利用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も通常

含まれる。

「条件」については、行政機関の仰jから開示しないとの条件で情報を提供して欲し

いと申し入れる場合も、法人等又は事業を営む個人の側から行政機関の要請があった

ので情報は提供するが開示しないでほしいと申し出る場合も含まれるが、いずれにし

ても双方の合意により成立する。

また、条件を設ける方法については、黙示的なものを排除する趣旨ではない。

(2) r法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められ

るものj

f法人等又は個人における通例j とは、当該法人等又は個人の個別具体的な事情で

はなく、当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し、当該法人

等又は個人において開示しないこととしていることだけでは足りない。

開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、情報の性質に応じ、

当該情報の提供当時の諸絞の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、その後の変化

も考慮する趣旨である。開示しないとの条件が付されていても、現に当該情報が公に

なっていたり、同種の情報が統に瀕示されているなどの事情がある場合には、本号に

は当たらない。

第3 国の安全等に関する情報(法第 14条第4号)

我が留の安全、他国等との信頼関係及び我が国の国際交渉上の利益は、国民全体の基

本的な利益であり、そのような国の安全等が害されるおそれがあると行政機関の長が認め

ることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としたものである。この場合の考え方は、

次のとおりである。

1 国の安全が害されるおそれj

f国の安全j とi士、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることな

く平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に

維持されている状態をいう。具体的には、直接侵略及び間接侵略に対し、独立と平和が

守られていること、国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること、閣の存立

基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることこなどが



考えられ、必ずしも厨妨に関する事項に限られるものではない。

f国の安全が害されるおそれj とは、これらの国の重大な利義に対する侵害のおそれ

(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され、閣の安全が害されるおそ

れがあると考えられる場合を含む。)をいう。

2 r他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれj

r {I也国若しくは国際機関J(他国等)には、我が留が承認していない地域、政府機関そ

の他これに準ずるもの(各関の中央銀行等)、外国の地方政府又は国際会議その他国際協

調の枠組みに係る組織(アジア太平洋経済協力、国際刑事警察機構等)の事務局等を含

む。

他国等との f信頼関係が損なわれるおそれ」とは、他国等との関で、相互の信頼に基

づき保たれている正常な関係に支樟を及ぼすようなおそれをいう。例えば、開示するこ

とにより、他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる、他国等の意思に一方的

に反することとなる、他国等に不当に不利益を与えることとなるなど、我が留との関係

に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当すると考えられる。

3 r他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれj

他国等との現夜進行中の又は将来予想される交渉において、我が国が望むような交渉

成果が得られなくなる、我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそれをいう。例えば、

交渉(過去のものを含む。)に関する情報であって、開示することにより、現在進行中の

又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろうとしている立場が明らかにされ、又は

具体的に推測されることになり、交渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当すると

考えられる。

4 rおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報J

(1)開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわ

れるおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれがある情報については、一般

の行政運営に関する情報とは異なり、その性質上、開示・不開示の判断に高度の政

策的判断を伴うこと、我が国の安全保障上又l士対外関係上の将来予測としての専門

的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。

この種の情報については、司法審査の場においては、裁判所は、本号に規定する

情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その

判断が合理性を持つ判断として許容される線度内のものであるか (r相当の理由」が

あるか)谷かを審理・判断することが適当と考えられることから、このような規定

としたところである。

(2)本号の該当性の判断においては、行政機関の長l士、 fおそれj を認定する前提とな



る事実を認定し、これを不開示情報の要件に当てはめ、これに該当すると認定(評

価)することとなるが、このような認定を行うに当たっては、高度の政策的判断や

将来予調qとしての専門的・技術的判断を伴う。裁判所では、行政機関の長の第一次

的判断(認定)を尊重し、これが合理的な許容限度内であるか否かといラ観点から

審理・判断することになる。

第4 公共の安全等に関する情報(法第 14条第5号)

国の安全等に関する情報と同様に、公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基

本的利益であり、刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報について不開示情報

とすることとしたものである。この場合の考え方は、次のとおりである。

1 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、知!の執行J

「犯罪の予防、鎮圧又は捜資、公訴の維持、JfiJの執行jは、 f公共の安全と秩序の維持j

の例示である。

「犯罪の予防j とは、犯罪の発生を未然に防止することをいう。

f犯罪の鎮圧j とは、犯罪がEに発生しようとするのを未然に防止したり、犯罪が発

生した後において、その拡大を防止し、又は終息させることをいう。

「犯罪の捜査j とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起などのた

めに犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。犯罪捜査の権限を有する者l士、

刑事訴訟法によれば、検察官、検察事務官及び司法警察職員であり、司法警察職員には、

一般司法警察職員(警察官)と特別背法警察職員(労働基準監督官、海上保安官等)が

ある。

厚生労働省における司法響察職員(司法警察員(官))には、次のものがある。

(1) 麻薬取締官が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28年法律第 14号)第 54条

第5項の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う場合

( 2) 労働基準監替官が、次の各法律の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法

警察員(官)の職務を行う場合

①労働基準法 (s百和 22年法律第49号)第 102条

②最低賃金法(昭和 34年法律第 137号)第 39条

③じん姉法(昭和 35年法律第30号)第43条

④炭坑災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(紹和42年法律第92号)

第 14条

⑤家内労働法(昭和45年法律第60号)第 31条



⑥労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第92条

⑦作業環境測定法(昭和 50年法律第28号)第40条

③賃金の支払の確保等に衡する法律(昭和 51年法律第34号)第 11条

「公訴の維持」とl士、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について泰判を求め意思

表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが、この提起された公訴の密約

を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が行う公判廷における主張・立証、公明l準

備などの活動を指す。

rifiJの執行j とは、犯罪に対して科される制裁を知jといい、刑法第2章に規定された死

刑、懲役、禁鋼、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留置のifiJ又は処分を具体的に

実施することをいう。保護観察、勾留の執行、保護処分の執行、観護措置の執行、補導処

分の執行、監置の執行、iIl¥料、訴訟費用、費用賠償及び仮納付の各裁判の執行、恩赦につ

いても、刑の執行に密援に関連するものであることから、開示することにより、これら保

護観察等に支障を及ぼし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は、

本号に該当する。

2 r公共の安全と秩序の維持j

(1) r公共の安全と秩序の維持j とは、犯罪の予紡、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び知jの

執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。

刑事訴訟法以外の特別法により、臨検、捜索、差押え、告発等が規定され、犯罪の

予防・捜査とも関連し、刑事E司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、独占

禁止法違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺

人行為を行った図体を含む。)の規制、暴力団員による不当な行為の防止、つきまとい

等の規制、強制退去手続に関する情報であって、開示することにより、公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは、本号に含まれる。

また、開示することにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や、

特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発

し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や、被疑者・被告人の留置・勾留に

関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も本号に含まれる。

(2 )一方、風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建築規制、

災害警備等の、一般に開示しでも犯罪の予妨、鎮圧等に支障が生ずるおそれのない行政

警察活動に関する情報については、本号ではなく、第7号の事務又は事業に関する不開

示情報の規定により、関示・不開示が判断されることになる。

3 rおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」

(1) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障

を及lますおそれのある情報については、その性質上、開示・不開示の判断に犯罪等に



関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。

このため、厨の安全等iこ関する情報と同様、 E司法審査の場においては、裁判所は、本

号に規定する情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊

重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか(r相当の

理由Jがあるか)否かを審理・判断することが適当であるため、このような規定絞り

としているものである。

(2 ) 本号の該当性の判断においては、第4号と同様に判断されることとなる。(第3の

4の (2)参照)。

第5 審議、検討等情報(法第 14条第6号)

行政機関等としての最終的な決定前の事項に関する情報を開示することによってその

意思決定が損なわれないようにする必要がある。しかしながら、意思決定前の情報をすべ

て不開示とすることは、可能な限り際示可能な情報は開示するという観点からは適当では

ない。そこで、開示することによって行政機関の適Eな意思決定に支障を及ぼすおそれの

有無及び程度を偲別具体的に考慮し、不開示とされる情報の範囲を画することとしたもの

である。この場合の考え方i士、次のとおりである。

1 対象となる情報の範罰

f国の機関j とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査続並びにこれらに属する機関を

指す。これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(国の

機関等)について、それぞれの機関の内部又は他の機関との相互照における審議、検討

又は協議に関する情報が本号の対象である。具体的には、閣の機関等の事務及び事業に

ついて意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程においては、例えば、具

体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に衡する自由討議のようなものから、

一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明や

検討、審議会等又は行政機関が開催する有識者等を交えた研究会等における審議や検討

など、様々な審議、検討及び協議が行われており、これら各段階において行われる審議、

検討又は協議に関連して作成され、又は取得された情報を指す。

2 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれj

開示することにより、外部からの庇カや干渉等の影響を受けることなどにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を想定し

たもので、適正な意思決定手続の確保を保護法益としている。

3 r不当に国民の摘に混乱を生じさせるおそれ」



未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを開示することにより、誤解や憶

測を招き、不当に国民の関に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。適正な意思決

定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が開示されることによる国民への不

当な影響が生じないようにする趣旨である。

4 r特定の者に不当に手IJ援を与え若しくは不利益を及ぼすおそれj

尚早な時期に、あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示することにより、

不正な投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそ

れがある場合を想定したもので、 3l:同様に、事務及び事業の公正な遂行を図るととも

に、国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。

5 r不当に1

2から4までにおいて「不当にj とは、審議、検討等途中の段階の情報を開示するこ

との必要性を考慮しでもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度の

ものであることを意味する。予想される支俸が「不当Jなものかどうかの判断i士、当該

情報の性質に照らし、開示することによる利益と不際示にするこ左による利益とを比較

衡量した上で判断される。

6 意思決定後の取扱い等

審議、検討等に関する情報については、国の機関等としての意思決定が行われた後l士、

一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の不開

示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが、当該意思決定が全体として一

つの政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が

行われる等審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合には、当該意思決定後であって

も、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が行

われるものであることに注意する必要がある。また、審議、検討等が終了し、意思決定

が行われた後であっても、当該審議、検討等に関する情報が開示されると、国民の潤に

混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な

影響を与えるおそれがあれば、本号に該当し得る。

第6 事務又は事業に関する情報{法第 14条第7号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人(国の機関等)が行う

事務又i士事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を不開示情報としている。

これらの国の機関等が行う事務又は事業は広範かっ多種多様であり、開示することによ

りその適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある事務又は事業に隠する情報を事項的にす



ベて列挙することは技術的に困難であり、実益も乏しい。そのため、各機関に共通的にみ

られる事務又は事業に関する情報であって、関示することによりその適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある情報を含むことが容易に認定されるものを f次に掲げるおそれJとし

てイからホまでに例示的に掲げた上で、これらのおそれ以外については、 fその他当該事

務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適Eな遂行に支樟を及lますおそれがあるものj

として包括的に規定している。

1 r次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるものJ(第7号本文)

( 1) r次に掲げるおそれj

f次に掲げるおそれ」として法第 14条第7号イからホまでに掲げたものは、各機

関共通的にみられる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、開示すること

によって、その適IEな遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を

挙げたものである。これらの事務又は事業の他にも、向種のものが反復されるような

性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又i士事業に関する情報を開示する左、

将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、 fその

他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れj があり得る。

(2) r当該事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれJ

当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目

的達成のための手法等に熊らして、その適亙な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかど

うかを判断する趣旨である。

本規定i土行政機関の長の主主意的判断を許容する趣旨ではなく、各規定の要件の該

当性は客観的に判断される必要があり、また、事務又は事業の根拠となる規定・趣

旨に照らし、個人の権利利益を保護する観点からの祷示の必要性等の種々の和裁を

衡量した上で f適正な遂行j といえるものであることが求められる。

f支障Jの程度は、名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、 fおそれj

の程度も単なる確率的な可能性でなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。

2 r監査、検査、取締り、試験又は租税の賦謀者しくは徴収に係る事務に憶し、正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法務しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発

見を濁難にするおそれJ(第7号イ)

(1) r監査、検査、取締り、試験又l土租税の賦課若しくは徴収j

「監査j とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行及び財産の状況の正

否を調べることをいう。

f検査j とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等級の証明等



のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。

「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限について適法、

適正な状態を確保することをいう。

「試験j とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう c

「租税Jには、国税、地方税がある。 f賦課Jとは、国又は地方公共団体が、公租公

課を特定の人に部り当てて負担させることをいい、「徴収Jとは、宮又は地方公共団体

が、租税その他の収入金を取ることをいう。

(2) r正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれj

監査等の事務は、いずれも事実をE確に把握し、その事実に基づいて評価、判断を

加えて、一定の決定を伴うことがある事務である。

これらの事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期、調査事項

等の詳細な情報のように、事前に開示すると、適正かつ公正な評価や判断の前提とな

る事実の把握が困難となったり、行政客体における法令違反行為又l立法令違反には至

らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、巧妙に行うことにより隠蔽をするなど

のおそれがあるものがあり、このような情報については、不開示とするものである。

また、事後であっても、例えば、監査内容等の詳細についてこれを開示すると今後の

法規制を免れる方法を示唆することになるようなものは該当し得ると考えられる。

3 r契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、関、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれJ(第7号

ロ)

(1) r契約、交渉又は争訟j

「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。

「交渉」左は、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結

論を得るために協議、調整などの折衝を行うことをいう。

f争訟j とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法に基づく不

服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。

(2) r圏、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事

者としての地位を不当に害するおそれj

盟、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事者となる上

記の契約等においては、自己の意思により又は訴訟手続上、相手方と対等な立場で遂

行する必要があり、当事者としての利益を保護する必要がある。

これらの契約等に関する情報の中には、例えば、用地取得等の交渉方針や用地買収

計画案を開示することにより、適正な額での契約が困難になり財産上の利設が損なわ

れたり、交渉や争訟等の対処方針等を開示することにより、当事者として認められる



ベき地位を不当に害するおそれがあるものがあり、このような情報については不開示

とするものである。

4 r調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に紐害するおそれJ(第

7号ノ、)

園の機関等が行う謂査研究(ある事柄を調べ、真理を探究すること)の成果について

は、社会、国民等にあまねく還元することが原則であるが、成果を上げるためには、従

事する職員が、その発組、創意工夫等を最大限に発揮できるようにすることもE重要であ

る。

調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、①知的所有権に関する情報、調

資研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に開示することにより成果を適正に広

く国民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるも

の、②試行錯誤の段階の情報で、開示することにより、自由な発想、意rJ意工夫や研究意

欲が不当に妨げられ、減退するなど、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

があり、このような情報を不開示とするものである。

5 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれJ(第

7号ニ)

闘の機関等が行う人事管理(職員の任免、懲戒、給与、研修その他職員の身分や能力

等の管理に関すること)に係る事務は、当該機関の組織としての維持の観点から行われ、

一定の範囲で当該機関の自律性を有するものである。

人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評定や人事異動、昇格等の

人事構想等を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあ

るものがあり、このような情報を不開示とするものである。

6 r関若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又l土地方独立行政法人に

係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれJ(第7号ホ)

国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係

る事業に関連する情報については、企業経営という事業の性質上、第 14条第3号の法

人等に関する情報と伺様な考え方で、企業経営上の正当な利益を保護する必要があり、

これを害するおそれがあるものを不開示とするものである。ただし、正当な利益の内容

については、経営主体、事業の性格、内容等に応じて判断する必要があり、情報の不開

示の範留は法第 14条第3号の法人等とは当然異なり、より狭いものとなる場合があり

得る。



(5J1J添3)

開示請求書の記載事項等に関する判断基準(法第 13条関係)

第1 開示請求書(法第 13条第1項)

1 書留主義

開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするため、凋示請求は書面を

提出して行わなければならないこととしている。書面の提出は、行政機関の請求を受け

付ける窓口に持参して行うほか、開示誇求書を送付して行うことができる。ファクシミ

リ及び電子メーノレによる提出は、本人確認が殴難なことから認めていない。

2 開示請求書の記載事項

法第 13条第 1項各号に定める事項は、開示請求書の必要的記載事項であり、これら

の記載が欠けている場合には、このままでは不適法な隣示誇求となり法第 18条第2項

による不開示の決定を行うこととなるが、通常は、開示請求者に対し、欠けている事項

について記載するよう法第 13条第3項の補正を求めることになる。

また、各号列記はされていないが、開示請求書に当然に記載すべき事項として、開

示請求先である決定権者の名称及び法に基づく開示請求であることを明らかにする記

載が必要である。

なお、開示請求書の記載は日本語で行わなければならない。

(1) r開示請求をする者の氏名及び住所又は居所J(第1号)

開示請求者の特定及び連絡先を明らかにするための事項である。

また、郵便番号、電話番号について、これらの記載がなくとも不適法な誇求とな

るものではないが、法第 13条第3項の開示請求書の補正の求め、補正の参考とな

る情報の提供や、以後の通知、連絡等に際して必要とされる場合があるので、記載

されることが望ましい。

なお、開示請求者の押印は不要である。

(2) r開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請

求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項J(第2号)

ア f開示請求に係る保有偲人情報を特定するに足りる事項」については、行政

機関の職員が、当該記載から開示請求者が求める保有個人情報を識jJljできる程

度の記載があれば足り、誇求された保有個人情報が特定されたものとして扱う

ことになる。

特定の方法については、求める保有個人情報の内容等により異なるが、個人

情報ファイルや行政文書の名称、個人情報の保有に関連する事務事業の名称、

記録項目、取得(作成)時期、担当機関名等を適宜組み合わせて表示をするこ



とになる。

イ 鰐別具体の開示誇求事案における保有個人情報の特定l士、決定権者が個別に

判断することとなる。例えば、「自己の00に関する情報」のように記載された

開示請求については、 rooJという事柄の具体性の程度にもよるが、一般的に

は、関連性の程度には種々のものが想定され、どこまでを含むかが記載からは

明らかでない場合は、特定が不十分であると考えられる。また、 roo(行政機

関又はその下部組織)の保有する自己に関する保有個人情報」のように記載さ

れた開示誇求についても、保有個人情報の範囲は観念的には一応明確であるも

のの、一般的には、行政機関の活動は多種多様であって、行政機関が保有して

いる保有個人情報の最等に照らして、法の開示請求権制度上は、特定が不十分

であると考えられる。なお、個人情報ファイノレ簿どの照合等により保有個人情

報の特定に努めるものとする。

ウ 基本的に、開示請求l立、一行政文書(一般的には、ーの表題の下に取りまと

められた一定の意図又は意味を表す文書、図面又は電磁的記録)に記録されて

いる保有個人情報ごとに行い、療示決定等も行政文書に記録された保有個人情

報ごとに行うこととしている。ただし、開示請求者の便宜を図るため、請求手

続上、一定の場合には複数の行政文書に記録されている保有価人情報の照示請

求を11'牛の開示請求として取り扱うことを認めている。具体的には、ーの行政

文書ファイノレにまとめられた複数の行政文書又は相互に密接な関連を有する

複数の行政文書を開示請求する場合には、11'牛の開示請求として、開示請求手

数料を徴収することとしている(行政機関の保有する偶人情報の保護に関する

法律施行令(平成 15年政令第548号。以下 f令j という。)第 18条第2

項参照)。なお、複数の行政文書の開示請求を 1件のものと扱う場合でも、開

示決定等を分寄iして行うことは認められる。

第2 本人確認、(法第 13条第2項)

個人に関する情報が、誤って他人に開示されてしまうと、本人が不測の権利利益侵害を

被る場合もある。このため、法第 13条第2項では、開示請求を行うに当たって、開示請

求者が本人であること(法定代理人による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人

情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない

こととしたものである。

令第 11条では、本人確認に必要な書類及びその手続について、開示請求の場面を、①

行政機関の窓口に開示請求書を提出する場合、②行政機関に送付する場合の、二つのケ

}スを想定して、本人確認の方法について規定しているが、その考え方は、以下のとお

りである。



1 行政機関の窓口に開示請求書を提出する場合における本人確認の書類(令第 11条

第 1項)

(1) r開示請求書に記載されている開示誇求をする者の氏名及び住所又は居所と同一

の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者託、外

壁ヨ人主主録証明書、住民基本台緩法(昭和42年法律第 81号)第30条の 44第 1

項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により

交付された書類J(令第 11条第 1項第 1号)

運転免許証等の書類は、通常、本人の申請により本人に交付され、本人が所持し

ており、社会生活上広く本人であることを証明する書類として使用されているため、

令でも本人確認の書類としたものである。

(2) r当該開示誇求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と

認める書類J(令第 11条第1項第2号)

当該開示請求をする者が、施行令第 11条第 1項第1号に該当する書類を保持し

ていないなど、やむを得ない場合には、行政機関の長が個別に本人確認、書類として

適切であるかを判断する必要があるため、第2号を設けたものである。

本号に規定する書類の指定は、別途大臣官房総務課長が定める。

2 行政機憶に開示請求書を送付する場合における本人確認書類(令第 11条第2

項)

(1)開示議求書を行政機関に送付して開示請求をする場合に、令第 11条第1項

の書類の原本を送付することは適当でないため、複写機により複写したもので

足りることとする。

ただし、慎重を期すため、その者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し

(30日以内に作成されたものに限る。)を提出させることとする。これは、

本人確認書類が複写されることによる信用カの減殺を補強する趣旨である。

( 2)当然のことながら、開示請求書、本人であることを示す書類を複写したもの

及び住民票の写し又は外国人登録原票の等しのそれぞれに記載された開示請

求をする者の氏名、住所又は居所は一致していなければならず、また、開示決

定通知書はその住所又は居所に送付することになる。

3 法定代理人が開示請求をする場合における本人確認書類(令第 11条第3項)

法定代理人が開示請求を行う場合に、開示請求をする者が開示請求に係る保有個

人情報の本人の法定代理人であることを確認する手続について定めるものである。

具体的には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 (30a以内に作成された

ものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならないこととする。



「その他その資格を証明する書類Jとしては、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書(家

事審判規則第 12条)等がある。

なお、法定代理人が本人に代わって開示請求を行う場合、本項の書類とともに、

当該法定代理人自身の本人確認書類も提出しなくてはならない。

4 開示請求をした法定代瑛人が、その資格を喪失した場合{令第 11条第4項及び第5

項)

(1)開示請求をした法定代理人が、開示を受ける前に法定代理人としての資格を

喪失した場合には、当該元法定代理人に保有個人情報を開示することは適当で

ない。このため、当該元法定代理人に対し、直ちに開示誇求を受理した行政機関

の長(事案が移送された場合は、当該移送先)に資格喪失の事実を書面で届け出

ることを義務付けたものである。

(2) 開示請求をした法定代理人から、その資絡を喪失した旨の届出がなされたと

きは、当該誇求は、取り下げられたものとみなすことにより、当該開示請求を

処理する手続l土、その時点で終了する。

なお、法定代理人が資格を喪失し、この旨の届出を行った場合には、当該梼

示誇求のために納付した手数料の返還の要否が問題となるが、法第26条第1項は

f開示請求をする者l士、手数料を納めなければならないJと規定しており、開示請

求をする待点での納付の義務があるものであり、返還しないこととする。

第3 開示請求書の補正(法第 13条第3項)

1 r開示誇求書に形式上の不備があると認めるときj

(1) r形式上の不備jとは、法第 13条第1項の記載事項が記載されていない場合のほ

か、河項第2号の保有個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分であるため

開示誇求に係る保有個人情報が特定されていない場合を含む。また、手数料を納付

していない場合、開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合(氏名、住

所等の固有名詞又は外国語表記の行政文書の名称、等であって、本来外国語で記載さ

れる場合を除く。)や本人確認書類の提示等がなされない場合も f形式上の不備Jに

当たる。

(2 )関示請求の対象が保有個人情報に該当しない場合、開示請求に係る保有個人情報

を保有していない場合、開示誇求に係る保有個人情報が開示請求の対象外である場

合は、 f形式上の不備Jには当たらないものとする。際示請求の対象となる保有個人

情報は、誇求の本質的な内雰であり、その変更は開示誇求の本質を失わせるもので

あることから、補正の範囲を超えることになるためである。なお、「形式上の不備J

に該当しないこれらの誇求があった場合には、法第 18条第2項による不僚示決定



を行うこととなるが、例えば、当該請求に係る保有個人情報を保有していない旨を

開示請求者に教示するほか、当該保有個人情報を保有している他の行政機関が明ら

かな場合には当該行政機関を教示するなど、適切な情報提供を行うこととする。

2 r相当の期間を定めて、その補正を求めることができる」

(1) r相当の期間j とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に規定する f相

当の期間j と同義であり、当該檎Eをするのに社会通念上必要とされる期間を意味

し、個別の事案に却して行政機関の長が判断する。

(2 )外形上明白に判断し得る不備については、行政手続法第7条の規定により、速や

かに補亙を求めるか、誇求を拒否する決定をするかのいずれかを行わなければなら

ないこととされている。

法上の手続においては、法第 13条第3項の規定により必ずしも行政機関の長が

補正を求める義務を負うものではないが、形式上の不備の裕正が可能であると認め

られる場合には、開示誇求者が再度請求を行う手間を省くため、できる限り補正を

求めることとする。

(3 )本項の規定により、棺当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を

経過しでも、開示請求書の不備が補Eされない場合は、当該関示請求に対して開示し

ない旨の決定を行うことになる。

3 補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならないj

(1)法第 13条第3項の規定i土、主として、保有個人情報の特定が不十分である場合

の行政機関の対応について規定したものである。保有個人情報の特定は、開示請求

の本質的な内容であり、開示請求者が行うものであるが、現実には、開示請求者が

保有個人情報を特定することが困難な場合が容易に想定されることから、行政機関

の長に対し、参考情報を提供する努力義務を課すことにより、関示請求権制度の円

滑な運用の確保を図ろうとするものである。

( 2) r補正の参考となる情報」としては、例えば、保有偲人情報が記録されている他人

情報ファイノレや行政文書の名称、記載されている情報の概要等を教示することとす

る。

情報提供の方法については、個別の事案に応じて適宜の方法で行えば足り、口頭

でも差支えない。



(}jlJ添4)

部分開示の方法に関する判断基準(法第 15条関係)

開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に

該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開

示するものとするが、不開示情報が記録されている部分を容易に区分できるかどうかを判

断する際の基本的な考え方l士、以下のとおりである。

第1 不開示情報が含まれている場合の部分開示(法第 15条第1項)

1 r開示請求に係る保有徳人情報に不開示情報が含まれている場合j

開示誇求について審査した結果、開示請求に係る保有価人情報に、不開示情報に該

当する情報が含まれている場合を窓味する。

法第 14条では、保有個人情報に全く不開示情報が含まれていない場合の開示義務

を定めているが、法第 15条第 1項の規定により、行政機関の長は、開示請求に係る

保有価人情報に不開示情報が含まれている場合に、部分的に開示できるか否かの判断

を行わなければならないことになる。

2 r容易に区分して除くことができるときJ

当該保有個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分けが鼠難な場合

だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示

の義務がないことを明らかにしたものである。

「区分j とは、不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを概念上区分けする

ことを意味し、 f除くJ左は、不開示情報に該当する部分を、当該部分の内容が分から

ないように墨塗り、被覆を行うなど、加工することにより、情報の内容を消滅させる

ことをいう。

保有個人情報に含まれる不開示情報を除くことは、当該保有個人情報が文書に記録

されている場合、文書の複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ、一般

的には容易であると考えられる。

一方、録音テープ、ビデオテ}プ、磁気ディスクに記録された保有偲人情報につい

ては、区分して除くことの容易性が問題となる。例えば、複数の人の発言が同時に録

音されているが、そのうちの一人から開示請求があった場合や、録街されている映像

中に開示誇求者以外の者が狭っている場合などがあり得る。このような場合には、不

開示情報を容易に区分して除くことができる範囲で、開示すべき部分を決定すること

になる。



なお、電磁的記録に記録された保有偲人情報については、紙に出力した上で、不開

示情報を区分して除いて開示することも考えられる。電磁的記録をそのまま凋示する

ことを求められた場合は、不開示情報の部分のみを自IJ徐することの技術的可能性等を

総合的に判断する必要がある。既存のプログラムでは行うことができない場合は、 f容

易に区分して徐くことができるときj に該当しない。

3 r当該部分を除いた部分につき槻示しなければならないJ

法第 15条第1項は、義務的に開示すべき範囲を定めるものである。なお、部分開

示の実施に当たり、具体的な記述をどのように削除するかについては、行政機関の長

の法の目的に沿った合目的的な判断に委ねられている。すなわち、不開示情報の記録

部分の全体を完全に黒く塗るか、文字が判読できない程度に被覆するか、当該記録中

の主要な部分だけ塗り潰すかなどの方法の選択は、不開示情報を開示する結果となら

ない範囲内において、当該方法を講ずることの容易さ等を考慮して判断することとな

る。その結果、観念的にはーまとまりの不開示情報を構成する一部が開示されること

になるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められないのであれば、行政

機関の長の不開示義務に反するものではない。

第2 個人識jJIJj生の除去による部分開示(法第 15条第2項)

1 r開示誇求に係、る保有個人情報に法第 14条第2号の情報(開示請求者以外の特定

の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合j

( 1 )法第 15条第1項の妓定は、保有個人情報のうち、不開示情報でない部分の開示

義務を規定しているが、不開示情報のうち一部を特に削除することにより不開示情

報の残りの部分を澱示することの根拠規定とはならない。

個人識別情報は、通伊jは特定の個人を識別可能とする情報と当該個人の属性情報

からなる「ーまとまり j の情報の集合物であり、他の不開示情報の類型が各号に定

められた fおそれJを生じさせる範囲で不開示情報の範囲を画することができるの

とは、その範囲の捉え方を具にする。このため、第 1項の規定だけでは、個人識別

情報については全体として不開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残

りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じない左きには、部

分開示とするよう、個人識別情報についての特例規定を設けたものである。

(2) r開示誇求者以外の特定の個人を識別することができるものに限るj こととしてい

るのは、 f特定の個人を識別することはできないが、開示するこ kにより、なお個人

の権利利益を害するおそれがあるものJ(第 14条第 2号の後半部分)については、

特定の偲人を識別することとなる記述等の部分を除くことにはならないためである。



2 r当該情報のうち氏名生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しでも、開示請求者以外の個

人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」

個人を識別させる要素を除去し誰の情報であるかが分からなくなっても、開示する

ことが不適当であると認められる場合もある。例えば、作文などの個人の人格と密接に

関連する情報や、個人の未発表の論文等開示すると個人の権利利援を害するおそれのあ

るものも想定される。

このため、個人を識別させる部分を除いた部分について、開示しでも個人の権利利

益を害するおそれのないものに限り、部分開示の規定を適用することとじている。

3 r当該部分を除いた部分I立、向号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定

を適用するj

この規定により、個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができることと

なる記述等以外の部分は、個人の権利利益を害するおそれがない限り、法第 14条第

2号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱うことになり、法第 15条第1

項の部分開示の規定が適用される。このため、他の不開示情報の規定に該当しない限

り、当該部分は際示されることになる。

また、第1項の規定を適用するに当たっては、容易に区分して除くことができるか

どうかが要件となるので、個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易に区分し

て除くことができない場合は、当該個人に衡する情報l土全体として不開示となる。



(別添5)

存否に関する情報が不開示情報となることに関する判断基準

(法第 17条関係)

決定権者は、開示請求に係る保有個人情報が存在していれば、開示決定又は不開示決定

を行い、存在していなければ不開示決定を行うことになる。したがって、保有偶人情報の

不存在を理由とする不開示決定の場合以外の決定では、原則として保有個人情報の存在が

前提となっている。

しかしながら、開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにするだけで、第 14条各

号の不開示情報を開示することとなる場合があり、この場合には、保有個人情報の存否を

明らかにしないで開示誇求を拒否できることとするものである。

第1 r当該開示請求に係る保有伺人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示

情報を開示することとなるときJ

開示請求に係る保有個人情報が実際にあるかないかにかかわらず、開示請求された保

有個人情報の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう。

開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性が結合することにより、当該保有個人情報

の存否を回答できない場合もある。例えば、犯罪の容疑者等特定の個人を対象とした内

偵捜査に関する情報について、本人から開示請求があった場合等が考えられる。

第2 r当該係有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示誇求を拒否することがで

きるj

保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も、申請に対する処

分であることから、行政手続法第8条に基づき処分の理由を示す必要がある。提示すべ

き理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであることが

必要であると考えられる。また、個別具体的な理由提示の程度については、当該情報の

性質、内容、開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった保有個人情報の存否を答

えることにより、どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り具体的に

提示することになる。

また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類裂の情報については、常に存

否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、保有個人情報が存在しない

場合に不存在と答えて、保有個人情報が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒



否したのでは、開示誇求者に当該保有個人情報の存在を類推させることになる。



(JJIJ添 6)

訂正決定等に関する判断基準(法第 30条等関係)

第1 訂正誇求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定(法第30条第1項)

訂正をする旨の決定(法第 30条第1項)は、調査等の結果、訂正請求に係る保有個

人情報が事実でないことが判明し、当該請求に理由があると認める場合に行うものとす

る。請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は、保有偲人情報の利用

目的の達成の範囲内で行えば足り、訂正をすることが利用目的の達成に必要でないこと

が明らかな場合は、特段の調査を行う必要はない。具体例としては、過去の事実を記録

することが利用目的であるものについて現在の事実に基づいて訂正することを請求す

るような場合が考えられる。

第2 訂正誇求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定(第30条第2項)

訂正をしない旨の決定(第 30条第2項)I立、次に該当する場合に行うものとする。

1 訂正誇求に理由があると認められない場合

(1)決定権者は、行政機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるこ

とが判明し、当該訂正請求に題由があると認められないときは、訂正をしない旨

の決定を行うものとする。

(2 )決定権者は、行政機関による調査の結果、判明した事実が詩求時点において実

際に記録されていた内容とも、請求の内容とも異なることが判明した場合には、

訂正をしない旨の決定を行うものとする。ただし、必要害な場合l土、判明した事実

に即して、職権により訂正を行うものとする。

(3 )決定権者は、行政機関による調査の結果、訂正誇求に係る保有個人情報が事実

でないことが判明しない場合又は事実関係が明らかにならなかった場合には、当

該請求に理自があると確認できないこ左となるから、訂正決定を行うことはでき

ず、訂正をしない旨の決定を行うものとする。

2 訂正することが、当該保有個人情報の利用目的の範囲を超える場合

決定権者は、利用目的の達成に必要な範聞で、保有個人情報の訂正の義務があり、

言TlE請求の係る保有個人情報の利用目的に照らして、訂正の必要がないときは、訂正

しない旨の決定を行うものとする。



3 訂正請求に係る保有個人情報が法第 27条第 1項各号のいずれかに該当しない場

合

訂正請求の対象となる保有個人情報が、法第 27条第 1項各号に該当しない場合に

は、決定権者又はその事務を補助する職員は、可能である場合には、当該訂正請求を

行おうとする者に対して、当該言TlE請求に係る訂正請求書を受理する前に、この旨を

説明し、その者が同意した場合l士、当該訂正請求書を返戻するものとする。当該訂正

請求に係る訂正請求書を受理した場合は、決定権者は、訂正をしない旨の決定をする

ものとする。

4 訂正請求が保存偲人情報の開示を受けたHから 901'1を経過した後になされた場

メミ
口

訂正請求が保有個人情報の開示を受けた日から 90日を経過した後になされた場

合には、決定権者又はその事務を補助する職員は、 3に準じて返戻又lま訂亙しない旨

の決定をするものとする。

5 言TlE請求書の記載事項に形式上の不備がある場合等

訂正請求書に法第 28条第1項に規定する記載事項が記載されていない場合、同条

第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の本人(未成年又は成年被後見人にあ

っては、本人の法定代理人)であることを示す書類に不備がある場合等であって、決

定権者が同条第3項に基づき補正を求めたにもかかわらず、なおき当該訂正請求書に形

式上の不備がある場合には、決定権者は、言TlEを行わない旨の決定をするものとする。

この場合において、訂正誇求書の記載事項等に関する考え方は、第4のとおりである。

6 他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められている場合

訂正請求に係る保有個人情報に関し、他の法律又はこれに基づく命令の規定により

特別の手続が定められている場合には、当該法律又はこれに基づく命令の定めるとこ

ろによることとしたものである。

第4 訂正請求書の記載事項等に関する考え方

1 訂正詩求書(法第 28条第1項)

(1)書面主義

訂正誇求は書面安提出して行わなければならないこととしている。書面の提出は、

行政機関の誇求を受け付ける窓口に持参して行うほか、訂正請求書を送付して行うこ

とができる。ファ夕、ンミリ及び電子メールによる提出は認めていない。

(2)訂正請求書の記載事項



法第28条第1項各号に定める事項l立、訂正請求書の必要的記載事項であり、これ

らの記載が欠けている場合には、このままでは不適法な訂正請求となり法第30条第

2項による訂正をしない旨の決定を行うこととなるが、通常i土、訂正請求者に対し、

欠けている事項について記載するよう法第 28条第3項の補正を求めることになる。

また、各号列記はされていないが、訂正請求書に記載すべき事項として、訂正誇求

先である決定権者の名称及び法に基づく訂正請求であることを明らかにする記載が

必婆である。

なお、言T1E請求書の記載は日本語で行わなければならない。

ア f訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所J(第 1号)

訂正請求者の特定及び連絡先を明らかにするための事項である。

イ 「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項J(第2号)

開示を受けた日が特定されれば、訂正請求に係る保有個人情報の特定は可能であ

ることから、 f訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた引を記載することとし

たものである。

開示を受けた日を議求者が失念している場合も想定されるが、その場合は、保有

個人情報を特定するに足りる情報を記載する必要がある。

ウ 「訂正請求の趣旨及び理由J(第3号)

f請求の趣旨j とは、 rooをムムに訂正せよ。j のように、当該請求においてど

のような訂正を求めるかについての簡潔な結論であり、 f理由jは、それを裏付ける

根拠である。「訂正請求の趣旨及び理由」は、誇求の内容をなす重要なものであり、

その記載は明確かっ具体的である必要がある。

2 本人確認(法第28条第2項)

訂正請求を行うに当たっても開示請求の際と問様、訂正請求者が本人であること(法

定代理人による言T1E請求にあっては、訂正請求に係る保有価人情報の本人の法定代理人

であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない(法第28条第2項)。

本人確認、に必要な書類及びその手続については、開示誇求における本人確認方法

と同様に取り扱うものとする(別添3の第 2参照)。

3 訂正請求書の補正(法第 28条第3項)

(1) r訂正請求書に形式上の不備があると認めるときj

f形式上の不備j とは、法第 28条第1項の記載事項が記載されていない場合をい

う。訂正誇求に係る個人情報が法第 27条第1項第 1号から第3号までに該当しない

場合や、 i奇条第3項の期限を経過した後に訂正請求がなされた場合は、 f形式上の不

備j には当たらないと解される。これらは、請求の本質的な内容であり、その変更は



訂正請求の本質を失わせるものであることから、補正の範囲を超えることになるため

である。なお、 f形式上の不備j に該当しないこれらの誇求があった場合には、法第

30条第2項により訂正をしない旨の決定を行うこととなるが、再度開示請求を行っ

た上で訂正請求を行うことを教示するなど、適切な情報提供を行うものとする。

(2) r相当の期間を定めて、その補正を求めることができるj

「相当の期間Jとは、行政手続法第7条に規定する「相当の期間j と同義であり、

当該補正をするのに社会通念上必要とされる期間を意味し、個別の事案に郎して、決

定権者が判断する。

外形上明白に判断し得る不備については、行政手続法第7条の規定により、速やか

に補正を求めるか、請求を拒否子する決定をするかのいずれかを行わなければならない

こととされている。

法上の手続においては、法第28条第3項の規定により必ずしも決定権者が補正を

求める義務を負うものではないが、形式上の不鍛の補正が可能であると認められる場

合には、訂正誇求者が再度請求を行う手間を省くため、できる限り補亙を求めるもの

とする。



(別添7)

利用停止決定等に関する判断基準(法第39条等関係)

第1 利用停止をする旨の決定(法第 39条第1項)

利用停止をする旨の決定{法第 39条第1項)は、請求に係る保有個人情報が次のい

ずれかに該当し、当該請求に理由があると認める場合に行うものとする。

(1)適法に取得されたものでないとき

f適法に取得されたものでないときj とは、暴行、脅迫等の手段により取得した場

合、偲人情報の取得について定めた個別法規に違反して取得した場合等をいう。

(2 )第3条第2項の幾定に違反して保有されているとき

「第3条第2項の規定に違反して保有されているときj とは、いったん特定された

利用目的の達成に必要な範閣を超えて個人情報を保有している場合をいう。なお、第

3条第3項に違反して、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められ

る範囲を超えて利用目的の変更を行っている場合も含まれる。

(3 )第8条第 1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

「第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているときj とは、法が許容す

る限度を超えて利用目的以外の密約で保有偶人情報を利用している場合をいう。

(4)第8条第 1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき

f第B条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているときj とは、法が許容

する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供している場合をいう。

なお、利用停止は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で行うも

のとし、例えば、利用停止請求に係る保有個人情報について、そのすべての利用が違

反していればすべての利用停止を、一部の利用が違反していれば一部の利用停止を行

うものとする。

また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の消去を求

められた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用 R的外の

利用を停止すれば足り、当該保有個人情報を消去するまでの必要はない。

第2 利用停止をしない旨の決定(法第39条第2項)

利用停止をしない旨の決定{法第39条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行

うものとする。

1 利用停止請求に理由があると認められない場合

利用停止に理由があるかどうかの判断は、当該行政機関の所掌事務、保有偶人情報



の利用目的及び法の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行うものとする。

(1)決定権者は、行政機関による調査の結果、当該保有保有個人情報が、法第36条第

1項各号に規定する事由に該当しないことが判明し、当該利用停止請求に理由がある

と認められない場合には、利用停止をしない旨の決定をするものとする。

(2 )決定権者は、行政機関による調査の結果、当該保有個人情報が、法第36条第1

項第1号に規定する「適法に取得されたものではないJかどうか判明せず、当該利

用停止請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、利用停止決定を行うこと

はできず、利用停止をしない旨の決定をするものとする。

2 ;fjJ用停止請求に係る保有個人情報が法第27条第1項各号に該当しない場合

利用停止誇求の対象となる保有信人情報が法第 27条第1項各号に該当しない場合

には、決定権者又はその事務を様助する職員は、可能である場合には、当該利用停止誇

求を行おうとする者に対して、当該利用停止請求に係る利用停止誇求書を受理する前に、

この旨を説明し、その者が同意した場合は、当該利用停止誇求書を返戻するものとする。

当該利用停止誇求に係る利用停止請求書を受理した場合は、決定権者は、利用停止を行

わない旨の決定をするものとするe

3 手1]用停止請求が保有個人情報の開示を受けた臼から 90aを経過した後になされた

場合

利用停止請求が保有個人情報の開示を受けた日から 90日を経過した後になされ

た場合には、決定権者又はその事務を補助する職員l士、 2に準じて返戻又は利用停止を

しない旨の決定をするものとする。

4 利用停止請求書に法第 37条第 1項に規定する記載事項の形式上の不備がある場合

手IJIil停止誇求書に法第 37条第 1項に規定する記載事項の形式上の不備がある場合

又は同条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(未成年又は

成年後見人にあっては、本人の法定代理人であること)を示す書類に不備がある場合等

であって、決定権者が同条第3項に基づき補正を求めたにもかかわらず、なお当該利用

停止請求に形式上の不備がある場合にあっては、決定権者は、利用停止を行わない旨の

決定をするものとする。この場合において、利用停止請求の記載事項に関する考え方は、

第3のとおりである。

5 利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該

事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

決定権者は、利用停止をすることにより、当該保有国有情報の利用目的に係る事務の

性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、



利用停止をしない旨の決定をするものとする。

6 {I也の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められている場合

京j湾停止請求に係る保有個人情報に関し、{也の法律又はこれに基づく命令の規定に

より特別の手続が定められている場合には、当該法律又はこれに基づく命令の定める

ところによることとしたものである。

第 3 利用停止請求の記載事項等に関する考え方

1 利用停止詩求書(第 37条第1項)

(1)書面主義

利用停止請求は書面会提出して行わなければならないこととしている。書面の提

出は、行政機関の誇求を受け付ける窓口に持参して行うほか、利用停止請求書の送

付により行うこともできる。ブア夕、ンミリ及び電子メールによる提出は認めていな

し、。

(2 )利用停止請求書の記載事項

法第 37条第1項各号に定める事項I主、利用訂正請求書事の必要約記載事項である、

これらの記載が欠けている場合には、このままでは不適法な利用停止請求となり法

第 39条第2項による利用停止をしない旨の決定を行うこととなるが、通常は、利

用停止請求者に対し、欠けている事項について記載するよう同条第3項の補正を求

めることになる。

また、各号列記lまされていないが、利用停止誇求書に記載すべき事項として、利

用停止請求先である決定権者の名称及び法に基づく利用停止誇求であることを明ら

かにする記載が必要である。

なお、利用停止請求書の記載は日本語で行わなければならない。

ア 「利用停止請求をする者の氏名及び住所又は辰所J(第1号)

利用停止請求者の特定及び連絡先を明らかにするための事項である。

イ 『手Ij用停止誇求lこ係る保有個人情報の開示を受けたRその他当該保有個人情報

を特定するに足りる事項J(第2号)

開示を受けた日が特定されれば、利用停止誇求に係る保有個人情報の特定は可

能であることから、 f利用停止誇求に係る保有個人情報の開示を受けた日Jを記載

することとしたものである。

開示を受けた日を請求者が失念している場合も想定されるが、その場合は、保

有個人情報を特定するに足りる情報を記載する必要がある。

ウ 「利用停止請求の趣旨及び理由J(第3号)

f利用停止請求の趣旨J(第3号)とは、法第36条第1項第1号又は第2号に



より求める措置の内容であり、その記載は明確かっ具体的である必要がある。

また、 f利用停止請求の理由J(第3号)とは、請求者が法第 36条第 1項第 1

号又は第2号に該当すると考える根拠であり、請求を受けた行政機関において事

実関係を確認するために必要な調査を実施することができる程度の事実が明確か

っ具体的に記載されている必要がある。

2 本人確認(法第 37条第2項)

利用停止誇求を行うに当たっても開示請求の擦と同様、利用停止請求者が本人であ

ること(法定代理人による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情

報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならな

い(法第37条第2項)。

本人確認に必要な書類及びその手続については、開示請求における本人確認、方法と何

様に取り扱うものとする(別添3の第2参照)。

3 手IJ用停止請求書の補正(法第 37条第3項)

(1) r利用停止誇求書に形式上の不備があると認めるときj

f形式上の不備j とは、法第37条第1項の記載事項が記載されていないことをい

ヲ。

利用停止請求に係る個人情報が、法第 37条第1項第1号から第3号までに該当

しない場合や、法第 36条第3項の期限を経過した後に利用停止誇求がなされた場

合は、 f形式上の不備jには当たらないと角草される。これらは、請求の本質的な内容

であり、その変更は利用停止請求の本質を失わせるものであることから、補正の範

囲を超えることになるためである。なお、 f形式上の不備Jに該当しないこれらの請

求があった場合には、法第 39条第2項により利用停止をしない旨の決定を行うこ

ととなるが、再度開示請求を行った上で利用停止請求を行うことを教示するなど、

適切な情報提供を行うものとする。

(2) r棺当の期間を定めて、その補正を求めることができるj

f相当な期間」とは、行政手続法第7条に規定する f相当の期間jと同義であり、

当該補正をするのに社会通念上必要とされる期間を意味し、個別の事案に却して、

決定権者が判断する。

外形上明白に判断し得る不備については、行政手続法第7条の規定により、速や

かに補正を求めるか、請求を拒否する決定をするかのいずれかを行わなければなら

ないこととされている。

法上の手続においては、法第 37条第3項の規定により必ずしも決定権者が補

正を求める義務を負うものではないが、形式上の不備の補正が可能であると認め

られる場合には、利用停止請求者が再度請求を行う手間を省くため、できる限り



補正を求めるものとする。



〔資料2)

国所有個人情報に係る開示請求への対応
日本年金機構法第38条に定める年金個人情報に対する開示請求

1.機構!こ開示請求書が提出された場合

/ら情報公開文書室 0年金局
¥ / ¥/  

請求書(写) 誇求書(写) 受付| |関不請求書の提出|

i対象文書特定|

補正処理

|進捗状況管理| 手数料納付依頼
(未納の場合)

j開示文書の処理i

審査・
涙舟送付 11照不決定耕成 i

開示決定 i
決定等通知(写) 決定等通知受領

i開示実施の準備|

倒示実施申出書{受) 開示実施の申出1
i開示実施(窓口2J

h 

開示実施の要請 |開示実施(窓口2J

機構での開示、郵送希望の場合 11関市実施(郵送) 開示文書役)

¥ / ノ|て ノ

〔留意事項〕

・開示請求の受付は機構の掲示窓口で行う。

受付後、厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室及び年金局総務課に FAXによ

り開示請求書を送付すること。

※機構が受付した時点が、行政法上の不服申立の起算日と解釈されることに注意。

・機構における受付から、年金局における開示等の決定までが法に定める開示決定等

の期限 (30日以内)となることから、開示決定書類の送付は速やかに行うこと。

また、その進捗状況を年金局総務課に逐次報告し、連携を密にすること。

・手数料は、国(厚生労働省)に対する納付となるため、印紙により納付していただ

くこと。

※機構保有個人情報情報に対する潤示手数料 司納付書により機構に納付

国(厚生労働省)保有個人情報に対する開示手数料司 印紙により固に納付

/ 



国所有個人情報に係る賠示請求への対応
日本年金機構法第38条に定める年金個人情報に対する開示請求

2.厚生労働省!こ騎示請求書が提出された場合

ro情報公開文書家¥ /ち年金局
¥ / ¥/  ¥ 

|受付| |関市請求書の提出|

担当部局特定|書類誠〉請求書(写)

IFAX送付後、後日原本回送 請求書(原本)
レ

|対象文書特定|

補正処理
手数料納付依頼

!進捗状況管理|
(未納の場合)

i関市文書の処環 i

正幸扇送付 JI照不決定書類作成|
審査・決裁 1"
照不決定 i

決定等通知(写) 決定等通知受領

|開示実施の準備 i
開示実施申出書{受) 潟市実施の申出|

[関市実施(窓口[]

誇 hi開明(窓口)|
機構での開示、郵送希望の場 開示実施(郵送fl 7 開示文書(受)

に ノ更 ¥ ノ
〔留意事項〕

・開示請求の受付は厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室が行う。

・受付から、年金局における開示等の決定までが法に定める開示決定等の期限 (30 

日以内)となることから、開示決定書類の送付は速やかに行らこと。

また、その進捗状況を年金局総務課に逐次報告し、連携を密にすること。

・手数料は、国(厚生労働省)に対する納付となるため、未納の場合など、機構が納

付を行う場合は、印紙により納付していただくこと。

※機構保有億人情報情報に対する開示手数料 持納付書により機構に納付

国(厚生労働省)保有個人情報に対する開示手数料司 印紙により固に納付


